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『
立
山
市
郎
日
誌
』
に
見
る
炭
坑
の
暮
し

香

月

靖

晴

、

立
山
市
郎
と
そ
の

『
日
誌
』

『立山市郎日誌』四冊

飯
塚
市
目
尾

の
立
山
誓
氏

夫
人
和
子
さ
ん
が
所
蔵
す
る

実
父
立
山
市
郎

の

『
日
誌
』

か
ら
、
戦
前

・
戦
中

の
炭
坑

に
住
ん
だ
人
た
ち
の
暮
ら
し

と
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
探

ろ
う
と
す
る
の
が
、

こ
の
小

論
の
目
的
で
あ
る
。

『立
山
市
郎
日
誌
』

(
以

下

『
日
誌
』
と
す
る
)
は
、

そ
う
命
名
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
筆
者
が
便
宜
上
名

づ
け
た
も
の
で
、
昭
和
三
年

八
月
か
ら
同
二
〇
年
八
月
ま

で
、
途
中
同

一
〇
年
頃
と

一

九
年
頃
に
中
断
は
あ
る
が
、
四
冊
の
出
納
帳
に
毎
日

一
行
ず

つ
、
職
場
の
出
勤
状
況

を
主
と
し
て
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
炭
坑
事
故
の
件
、
冠

婚
葬
祭
な
ど
で
の
親
戚
や
近
所
付
き
合
い
が
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
小
学
校
入

学
と
か
運
動
会
な
ど
の
家
族
の
消
息
記
事
の
中
に
、
父
親

の
暖
か
い
情
愛
が
に
じ
み

出
て
い
る
。
ま
た
、

『
日
誌
』
の
四
冊
目
に
は
、
応
召
と
か
出
征

の
文
字
が
増
え
、

戦
死
の
卦
報
も
あ
り
、
戦
争
の
激
化
が
伝
わ

っ
て
く
る
。
毎

日
の
暮
ら
し
の
中
に
は

配
給
が
欠
か
せ
な
い
も

の
に
な
り
、
野
菜
の
種
を
ま
い
た
り
苗
を
植
え
る
記
事
も
あ
っ

て
、
十
五
年
戦
争
中

の
庶
民
生
活
の
窮
迫
と
や
り
く
り
が
ひ
し
ひ
し
と
迫

っ
て
く
る
。

こ
の

『
日
誌
』

の
最
大

の
特
徴
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
は
、

一
〇
数

年
に
わ
た

っ
て
、
資
金
伝
票
と
傷
病
期
間
中
は
手
当
金
支
給
通
知
書
が
貼
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
折
々
に
記
さ
れ
て
い
る
日
用
品

の
値
段
と
比
べ
て
、
物
価
変
動
と
庶

民
の
暮
ら
し
向
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

立
山
市
郎
は
、
明
治
三
三

(
一
九
〇
〇
)
年
二
月
七
日
、
浮
羽
郡
船
越
村
大
字
秋

成

(現
田
主
丸
町
)
に
生
ま
れ
、
船
越
尋
常
小
学
校
卒
業
後
農
業
と
し
て
い
た
が
、

大
正

=
二
(
一
九
二
四
)
年
田
川
郡
糸
田
町
の
豊
国
炭
坑
第
二
坑
に
掘
進
夫
と
し
て

就
職
し
、
昭
和
六

(
一
九
三

一
)
年

一
月
嘉
穂
郡
碓
井
町
の
平
山
炭
坑
に
転
勤
、
同

一
二
年
八
月
同
郡
頴
田
町
の
明
治
鉱
業
所
八
坑
に
移

っ
て
い
る
。
明
治
鉱
で
は
転
勤
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し
て
ま
も
な
く
の
同
年

一
一
月
に
職
務
が
捲
方
に
か
わ
り
、
そ
の
ま
ま
昭
和
二

一
年

(以
下
昭
和
を
略
し
て
年
号
の
数
字
だ
け
を
書
く
)
六
月
二
日
の
死
去
ま

で
勤
め
て

い
る
。
炭
坑
生
活
は
、
転
勤
は
あ

っ
た
も
の

の
、

一
貫
し
て
安
川
の
明
治
鉱
業
系
の

会
社
で
あ

っ
た
。

市
郎
の
性
格
は
き
ち
よ
う
め
ん
な
人
だ

っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が

一
八
年
間
を
続
け

る

『
日
誌
』
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
家
財
道
具
を
購
入
し
た
時
は
、
そ
の
年
月
日
な

ど
を
必
ず
記
入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
だ
他
に
、
毎
日
の
で
き
ご
と
を

書
い
た
日
記
も
あ

っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
今
そ
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

家
族
は
、
妻
秋
乃
と
の
間
に
文
子

・
美
子

・
和
子

・
千
鶴
子
の
四
女
が
あ
り
、
市

郎
は
そ
の
教
育
に
も
熱
心
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
中
に
、
妻
秋
乃
を
亡

く
し
、
長
女
文
子
は
飯
塚
市
小
野
山
病
院
に
勤
務
し
て
い
て
、
次
女
美
子
は
明
治
鉱

勤
務
中
に
相
次
い
で
病
死
し
た
。
市
郎
が
戦
後
ま
も
な
く
病
死
し
た
の
も
、
戦
中

・

戦
後
の
重
労
働

・
食
糧
難
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
環
境
に
加
え
て
、
家
族
の
不
幸
に

よ
る
精
神
的
な
痛
手
が
大
き
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

二
、
作
業
と
賃
金

1

●
豊
国
鉱
時
代

豊
国
炭
坑
は
、
田
川
郡
糸
田
町
に
あ

っ
て
、
明
治
二
〇

(
一
八
八
七
)
年
、
平
岡

浩
太
郎

・
山
本
貴
三
郎

・
磯
野
小
右
衛
門
の
所
有
で
第

一
坑
が
開
坑
さ
れ
、
同
二
九

年
に
平
岡

・
山
本
両
名

の
共
有
に
な
り
、
同
三
二
年
に
山
本
が
死
去
し
た
た
め
、
翌
々

年
に
平
岡
の
専
有
に
な

っ
た
が
、
同
三
九
年

一
〇
月
に
平
岡
も
死
去
し
た
。
そ
の
間
、

同
三
二
年
に
は
坑
内
ガ
ス
爆
発

で
二

一
〇
名

の
殉
職
者
を
出
す
大
災
害
が
あ

っ
て
お

り
、
平
岡
の
後
の
処
理
を
、
彼
と
親
交
の
あ

っ
た
安
川
敬

一
郎
が
、
豊
国
炭
坑
を
債

権
者
の
三
井
に
経
営
委
譲
で
き
る
よ
う
奔
走

し
て
い
た
同
四
〇
年
七
月
二
〇
日
、
再

度

の
ガ
ス
爆
発
が
あ

っ
て
、
前
回
を
上
回
る
三
六
五
名
の
死
者
を
出
す
大
変
災
に
な

っ

た
。
こ
う
し
た
事
情
も
重
な

っ
て
、
三
井
と
の
交
渉
も
不
成
功
に
終
わ

っ
た
の
で
、

同
年
九
月
安
川
敬

一
郎
は
並
々
な
ら
ぬ
決
意
の
下
に
、
三
井
に
提
示
し
た
同
条
件
で

豊
国
炭
坑
を
引
き
受
け
、
そ
の
年
内
に
遺
体
収
用
を
終
え
、
復
旧
作
業
も
ほ
ぼ
完
成

し
た
。
こ
う
し
て
、
翌
四

一
年

一
七
日
、
安
川
は
明
治

・
赤
池

・
豊
国
の
三
炭
坑
を

合
せ
て
明
治
鉱
業
株
式
合
資
会
社
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
。

豊国鉱殉職者慰 霊塔。糸田町宮床貴船神社境内 に

ある。塔下壇 の四囲に、「三 尺第一 坑 」 な どの坑

口名石板 がはめ こまれてい る。

 

坑
内

の
作
業
は
採
炭

・
掘
進

・
仕
操

・
充
填
な
ど
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の

技
術
を
要
し
た
。
立
山
市
郎
は
掘
進
夫
だ
か
ら
、
採
炭
を
し
て
い
る
払
面
よ
り
、
常

に
何

メ
ー
ト
ル
か
先
に
坑
道
を
掘
り
進
む
作
業
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
作

業
場
所
は
、
同

一
箇
所
を
掘
り
続
け
る
の
で
は
な
く
て
よ
く
変
わ

っ
て
お
り
、
三
年

で
い
え
ば
、
八
月
上
期
は

「
左
下
部
五
尺
卸
延
し
、
向
方
古
賀

・
生
石
」
、
同
月
下



期
は

「
左
下
部
右
卸
延
し
」
と
あ
り
、
九
月
は

「
右
二
半
方
捲
立
」
と
な
り
、
そ
れ

が
し
ば
ら
く
続
く
が
、

一
二
月
上
期
は

「
右
二
半

ヨ
リ
本
線
卸
↓
右

一
片
掘
進
」
と

な
る
。

『日誌』一冊目、昭和三年十一月上期分。

掘
進
夫
が
掘
り
進

ん
だ
後

の
坑
道
を
、

仕
操
夫
が
坑
木

で
枠

を
入
れ
て
い
く
。
賃

金
計
算
は
、
仕
操
夫

は
枠
の
本
数
で
決
ま

る
が
、
掘
進
夫
は
掘

り
進
ん
だ
長
さ
で
決

ま
る
。
そ
の
確
認
は
、

定
期
的
に
測
量
夫
が

計
測
し
て
回
り
、
そ

の
こ
と
を
跡
間
と
か

間
取
と
い
い
、

三
年

=

月

一
四
日
の
記

事
に

「跡
間
取
有
り
」

と
出

て
い
る
Q
な
お
、

卸
と
は
直
線
的

に
掘

り
下
げ
ら
れ
た
基
本

坑
道

で
、
利
用
目
的

に
よ

っ
て
本
線
卸
と
か
人
車
卸
、
排
気
卸
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
向
方
と
は
、

一
緒
に

作
業
を
す
る
人
た
ち
を

い
う
。

賃
金
は
、
作
業
場
所
に
よ

っ
て
異
な
り
、
そ
の
二
例
を
あ
げ
る
と

〔表
1
〕
の
よ

う
に
、
三
年
八
月
は
五
件
、
五
年
四
月
は

一
〇
件
の
内
訳
が
あ
る
。
し
か
も
、

一
方

平
均
の
賃
金
を
計
算
す
る
と
番
号
に
よ

っ
て
差
が
あ
り
、
前
者
の
最
低
は
最
高
の
六

二

・
四
%
で
約
三
分
の

一
少
な
く
、
後
者
は
五
八

・
三
%
と
最
高

・
最
低
の
差
は
ひ

ろ
が

っ
て
い
る
。

『
日
誌
』
に
は
、
賃
金
差
に
対
す
る
感
想
や
希
望
ら
し
い
文
は
書

か
れ
て
い
な
い
が
、
高
収
入
の
場
所
の
作
業
は
か
な
り
の
重
労
働
だ
と
は
思
わ
れ
る

が
、
何
ら
か
の
願
望
は
秘
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

〔表1〕 豊国鉱勤務時の賃金明細

(単 位 ・円)

1方 平均金 額方 数番号年 月
1.861.861.18昭和3.8

2.7421.938.55〃

1.719.215.456〃

2.1323.1810.961〃

1.7411.846.862〃

2.1268.0232.1計〃

1.693.372.8535.4

1.701.701.854〃

2.364.712.859!ノ

2.7811.124.861ノノ

1.701.701.862〃

1.891.891.864!ノ

2.9017.386.873〃

1.706.633.9874〃

2.834.821.7875ノノ

2.432.431.883〃

55.752.3623.6計ノノ

1方 平 均 は、 厘 を4捨5入 。

 

勤
務
時
間
は
、
大
体
甲
方

・
乙
方
と
呼
ぶ
各

一
二
時
間
勤
務

で
、
両
方
の
字
が
数

は
少
な
い
が
毎
年
見
ら
れ
、
乙
方
に
続
く
連
続
勤
務
と
思
わ
れ
る
。
休
日
は
日
曜
日

が
普
通
だ
が
、
毎
週
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
早
出
の
時
も
あ
る
。
他

の
公
休
日

一153一



は
、
新
年
が
三
日
ま
で
、
二
月

一
一
日
の
紀
元
節
、

=

月

一
〇
日
頃
の
山
の
神

(炭
坑
の
神
社
)
祭
り
で
、
盆
は
旧
暦
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
書
き
違

い
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
四
年

=

月
三
日
は
休
日
で

「天
長
節

(
・
・
は
筆
者
)
の
運
動
会

有
り
」
と
あ
り
、
翌
年
は
明
治
節
に
な

っ
て
い
る
。

(単位 円)
〔表2〕 豊国鉱勤務時の賃金表

考備差引渡金金去引
計信和会軍人金電燈料家 賃積 金

合計金額方数年 月

64.133.89.05.38

72.043.29.38

36

36

3.10

2.50

68.02

75.33

32.1

25.4

昭和3.8

9
39.652.66.05361.8042.3118.810

36.815.06.052.0045362.2041.872211
誤差20銭57.935.76.052.0045362.9063.8929.512

73.054.86.05

59.183.66.05

39.513.3110

1.00

↑
3Li

45

45

36

36

3.00

2.80

77.91

62.84

30

28.4

昭 和4.1

2

45362.4042.82243

女子出産52.813.560545362.7056.3727.34

53.263.360545362.5056.6225.85

39.141.95051.9041.0919.86

左手負傷27.972.2605.45.361.4030.23147
45.283.265.45.362.4048.5423.78
43.373.365.45.362.503246.739

31.172.465.45.361.6033.6316.910
上期のみ・下期不明28.321.2551.2029.5712.711

父死亡37.972.76545361.9040.7019.312
55.063.660545362.8058.7228.6昭和5.1
69.163,760545362.9072.9229.62
38.383.3605453641.742.5024.53
52.443。3110453655。752.4023.64

80.9710,4.3145363.4085.2834.25
引去金名称変更会費税維持費保険積金

95673.8716453690272.02296

75483.2120453620251.9624.27
20624.1120453610366.11328
91222.0110453610124.9210.59

強71162.5正10.60453600119.221010
84514.0110。60453650255.852611
08474.1110.60453660251.191226.6

24日、平山坑に移る70192.5110.60453600122.21日召禾日6.110

 

豊
国
炭
坑
勤
務
時
の
賃
金
を
月
毎
に
ま
と
め
る
と

〔表
2
〕
の
よ
う
で
あ
り
、
賃

金
支
払
は
前
半

一
五
日
ま
で
の
上
期
と
後
半
下
期

の
二
回
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
期
日

後
二
～
三
日
に
支
払
わ
れ
た
。

〔表
2
〕
か
ら
読
み
と
れ
る
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
ま

ず
月
々
の
収
入
の
差
が
大
き
く
、

一
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
手
取
賃
金
の
最

高
は
五
年
五
月
の
八
〇
円
九
七
銭
に
対
し
て
、
最
低
は
同
年

一
〇
月
の

一
六
円
七

一

銭
で
あ
る
。
そ
の
月
は
、
手
を
負
傷
し
て
保
険
金
九
円
を
受
取

っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
約
二
五
円
で
あ
る
。

そ
の
年
に
七
月

一
八
日
に

『
日
誌
』
は
大
風
雨
と
書
き
、
四
〇
年
来

の
大
暴
風
と

い
わ
れ
た
。
北
部
九
州
の
被
害
は
甚
大
で
、
福
岡
県
の
死
者
二
二
名
、
住
宅
全
壊
は

二
、
〇
五
五
戸
に
達
し
、
筑
豊
で
は
採
炭
を
中
止
す
る
炭
坑
が
多
か
っ
た
。

『
日
誌
』

で
は
、
翌
日
と
翌
々
日
は
惣
業
、

一
日
休
ん
だ
翌
々
日
か
ら
五
日
間
連
続
早
出
で
あ

り
、
坑
内
出
水
に
よ
る
被
害
防
止
の
た
め
力
を
尽
く
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
頃
、
日
露
戦
争
で
日
本
側
が
経
営
権
を
得
た
満
州
の
撫
順
炭
坑
の
生
産
が
増

し
て
、
日
本
に
格
安
の
石
炭
を
輸
出
し
た
た
あ
、
筑
豊
石
炭
業
界
特
に
中
小
炭
坑
は

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
た
。
同
五
年
九
月

一
五
日
に
大
手
八
社
を
除
く
五
六
の
炭
坑
主
は

筑
豊
鉱
業
組
合
を
脱
退
し
て
、
筑
豊
石
炭
鉱
業
互
助
会
を
結
成
し
、
九
月

一
七
日
筑

豊
鉱
業
組
合
に
大
手
炭
坑
採
炭
制
限
の
徹
底
を
、

一
〇
月

一
〇
日
に
は
南
満
州
鉄
道

に
撫
順
炭
の
内
地
輸
入
高
五
〇
%
減
を
要
求
し
た
。

『
日
誌
』
の
五
年
九
月
二
五
日
に

「
首
キ
リ
」
と
あ
る
の
は
、
九
月
二
六
日
大
正

鉱
業
泉
水
坑
が
休
坑
し
て
稼
働
者
全
員
三
〇
〇
余
人
、

一
〇
月

一
一
日
明
治

一
.
二

坑
五
〇
〇
人
、

一
〇
月

一
二
日
三
井
田
川
四
六
九
人
、

一
〇
月
二
七
日
貝
島
大
辻
二

坑
は
職
員
坑
員
計
二
八
四
人
、
住
友
忠
隈
は

一
〇
月
二
九
日
～

一
一
月

一
日
に
二
二

三
人
を
解
雇
し
た
状
況
か
ら
、
豊
国
炭
坑
で
も
従
業
員
解
雇
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
中
で
の
賃
金
を
他
職
の
初
任
給
と
比
較
し
て
み
る
と
、

『値
段
の
風

俗
史
』

(朝
日
新
聞
社
刊
)
で
は
、
東
京
の
大
正
九
年
～
昭
和

一
九
年
の
巡
査

(警
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察
官
)
が
四
五
円
、
昭
和
六
年
小
学
校
教
員
が

四
五
～
五
五
円
、
昭
和
二
～

一
五
年

の
都
市
銀
行
々
員
が
七
〇
円
で
あ

っ
た
。
立
山
市
郎
は
、
大
正

=
二
年
に
入
坑
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、

一
〇
年
近
い
経
験
の
熟
練
夫

の
賃
金
と
し
て
は
、
安
い
と
評
価
す

る
し
か
な
い
。

〔表
2
〕
で
さ
ら
に
注
目
で
き
る
も
の
に
、
引
去
金
の
中
に
軍
人
会
の
項
目
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
立
山
市
郎
は
、
兵
役
は
な
い
の
で
在
郷
軍
人
の
資
格
は
な
い
は
ず

で
、
三
年
に
軍
人
服
五
円
を
三
か
月
で
支
払

っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
青
壮
年
に
、

軍
事
的
行
事
に
際
し
て
着
用
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

家
賃

・
電
燈
料
を
引
去

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
炭
坑
に
よ

っ
て
違
い
、
三
井
山
野

鉱
で
は
徴
収
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
和
会
は
、
大
正
八

(
一
九

一
九
)

一
〇
月

一
日
に
明
治
鉱
業
株
式
会
社
信
和
会
と
し
て
発
足
し
、
各
炭
坑
に
支
部
が
お

か
れ
た
。
第

一
次
大
戦
後
高
揚
し
た
労
働
運
動
に
対
処
す
る
た
め
、
会
社
側
が
労
使

協
調
を
目
的
と
し
た
団
体

で
、
従
業
員
の
福
利
厚
生
事
業
も
お
こ
な
い
、
大
正
九
年

豊
国
鉱
で
は
、
他
鉱
に
先
が
け
て
信
和
会
館
を
建
設
し
た
。

積
金
の
目
的
と
そ
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
昭
和
五
年
六
月
か
ら
保
険
積
金
と
あ
る

の
を
同
じ
物
で
あ
ろ
う
。
日
本
最
初
の
社
会
保
険
法
規
の
健
康
保
険
法
は
大
正

=

年
成
立
し
た
が
、
実
施
は
大
正

一
五
年
で
、
給
付
は
翌
昭
和
二
年
を
ま
た
ね
ば
な
ら

ず
、
明
治
鉱
業

で
は
同
年

一
二
月
、
各
鉱
に
健
康
保
険
組
合
を
設
立
し
た
。

ま
た
、
当
時
妻

の
秋
乃
も

一
緒
に
入
坑
し

て
働
い
て
い
た
。
昭
和
三
年
八
月

(以

下
昭
和
を
略
)
の
記
事
で
は
、

一
方
に
つ
き
市
郎
二
円
三
四
銭
に
対
し
て
秋
乃
は

一

円
八
五
銭

で
あ

っ
た
。
婦
人
や

一
六
歳
未
満

の
者

(保
護
鉱
夫
と
い
っ
た
)
の
入
坑

禁
止
が
八
年
九
月

一
日
施
行
の
た
め
、
各
炭
坑
実
施
を
せ
ま
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治

鉱
業

で
は
、
五
年
三
月
豊
国
鉱
と
赤
池
三
坑

で
婦
人
入
坑
を
禁
止
し
、
翌
六
年
に
全

鉱
山
に
ひ
ろ
げ
た
。

『
日
誌
』
で
は
、
秋
乃

の
賃
金
伝
票
の
貼
布
は
五
年
二
月
で
終

わ
っ
て
い
て
、
三
三
番

で
の
四
方
は
夫
婦

一
緒

で
あ
り
、
そ
の
金
額
は
市
郎
七
円
七

八
銭
に
対
し
て
秋
乃
四
円
八
九
銭

で
あ

っ
た
。
同
年
二
月

一
八
日
、
秋
乃
は

「手
切

金
」

(退
職
金
の
こ
と
)
二
三
円
二
〇
銭
を
受
け
取

っ
て
い
る
が
、
家
族
に
と

っ
て

の
収
入
減
は
大
き
く
、
不
況
の
折
に
生
活
に
困

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
な

お
、
こ
の
女
子
入
坑
禁
止
は
、
三
年
九
月

一
日
、
内
務
省
令
改
正
鉱
夫
労
役
規
則
が

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
施
行
は
五
年
九
月

一
日
で
あ

っ
た
が
、
三
年
間

の
猶
予
期
間
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
、
明
治
鉱
業
で
は
早
い
時
期
に
全
廃
に
踏
み
切

っ

た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
坑
内
作
業
の
実
態
の

一
部
を
見
る
と
、
三
年

一
〇
月

=
二
日
に

「
左
二

半
馬
ン
道
枠
入
」
と
あ
り
、
豊
国
鉱
に
坑
内
馬
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

坑
内
作
業
は
常
に
危
険
と
同
義
語
で
あ

っ
た
。
四
年
三
月

一
四
日

「
午
前

一
時
四
〇

分
函
走
る
為
高
バ
レ
、
硬
取
」
、
同
年
四
月

一
日

「
古
賀

・
河
野
と
三
人
右
三
斤
高

落
、
炭
七
亟
、
佐
藤
武
士
君

二
グ
」
と
あ
り
、

二
グ
は
逃
れ
て
危
険
を
脱
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
し
、
同
年

一
〇
月
八
日

「
函

ハ
シ
ル
、
イ
ノ
コ
リ
ス
」
と
あ
る
。
負
傷
と

死
亡
の
記
事
を
あ
げ
る
と
四
年
が
四
件
と

一
件
、
五
年
は
二
件
と

一
件
、
死
亡
は
ど

ち
ら
も
坑
内
事
故
で
あ

っ
た
。

お
も
し
ろ
い
記
事
に
、
五
年
四
月

一
六
日

「
四
尺
右

一
片
風
道
昇
、
茶
カ
ス
掘
進
」

と
あ
る
が
、
茶
カ
ス
と
は
ご
ま
か
す
の
意
味
で
、
何
か
ら
の
方
法

に
よ

っ
て
作
業
を

し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
と
思
わ
れ
る
。

立
山
市
郎

一
家
は
、
六
年

一
月
二
四
日
嘉
穂
郡
碓
井
町
の
平
山
鉱
に
移

っ
て
い
る

が
、
こ
の
異
動
は
個
人
の
意
志
と
い
う
よ
り
、
会
社
の
経
営
方
針
に
よ
る
配
置
転
換

だ
と
思
わ
れ
る
。
石
炭
業
は
不
況
に
苦
し
ん
で
い
た
時
期

で
、
豊
国
鉱
は
五
年

一
〇

月
第
二
坑
を
廃
止
し
、
同
年

一
二
月
に
横
島
鉱
を
休
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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2

・
平
山
鉱
時
代

明
治
鉱
業
株
式
会
社
は
、
五
年

一
〇
月
平
山
炭
礦

株
式
会
社
か
ら
平
山
炭
礦

を
買

収
し
て
、
翌
六
年

一
月
平
山
鉱
業
株
式
会
社
を
設
立
し
、

一
坑
口
だ
け
を
残
し
て
第

二
坑
と
し
、
四
月
末
に
第

一
坑
を
開
坑
し
た
。
な
お
、
平
山
鉱
業
株
式
会
社
の
鉱
業

権
な
ど

一
切
は

一
二
年
五
月
末
明
治
鉱
業
に
譲
渡
さ
れ
、
六
月

一
日
平
山
鉱
業
所
が

開
設
さ
れ
た
。

一
坑
開
坑
当
時

の
こ
と
は
、

『
日
誌
』
に
六
年

一
月
二
七
日
か
ら
出

『日誌』二冊目、昭和六年五月分。

勤
し
、
二
八

・
二
九
両

日
は

「新
人
道
シ
バ

ハ

グ
リ
」
す
な
わ
ち
人
道

坑
口
を
掘
り
は
じ
め
る

こ
と
で
、
三
〇

・
二
二

両
日
は

「本
線
切
上
」

と
あ
り
、
三
月
上
期
は

「
人
道
掘
進
、

ケ
シ
ョ

枠
入
」
が
続
い
て
よ
る
。

ケ
シ
ョ
枠
と
は
化
粧
枠

の
こ
と
で
、

一
般
に
坑

道
は
両
側
に
二
本
の
柱

を
立
て
、
そ
の
上
部
の

一
本
の
梁
で
支
え
る
の

だ
が
、
坑
道
の
状
況
で

数
本
の
坑
木
を
使

っ
て

枠
組
み
を
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
記
事

か
ら
、
立
山
市
郎
は
と
平
山
坑
の
開
坑
時
か
ら
作
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
当
時

の
石
炭
業
界
は
、
極
度
の
不
振
に
陥

っ
て
お
り
、
六
年
三
月
貝
島
大
之

浦
は

一
〇
〇
〇
余
人
、
三
井
田
川
は
四
月
と
九
月
に
計
四
〇
〇
七
人
、
七
月
古
河
第

二
目
尾
坑
は
作
業
休
止
し
て
六
〇
〇
人
と
そ
の
他
の
炭
坑
も
従
業
員
を
大
量
解
雇
し
、

そ
れ
に
対
し
て
労
働
争
議
は
続
発
し
て
お
り
、
こ
の
不
況
は
翌
七
年
前
半
ま
で
続

い

た
。
そ
れ
が
、
同
年
後
半
に
入
る
と
、
六
年
九
月
に
お
こ
っ
た
満
州
事
変
に
よ

っ
て

軍
備
拡
張
が
推
進
さ
れ
、
軍
需
産
業
か
ら
活
況
に
向

っ
た
。
ま
た
、
金
輸
出
再
禁
止

に
よ
る
輸
出
増
に
伴
う
海
運
業

の
繁
栄
に
よ

っ
て
、
石
炭
業
界
に
も
好
影
響
が
及
び
、

貯
炭
量
は

『
明
治
鉱
業
株
式
会
社
社
史
』
に
よ
る
と
、
同
年
七
月
二
七
八
万
ト
ン
が

年
末
に
は

一
七
六
万
ト
ン
と
正
常
貯
炭
に
近
づ
き
、
翌
八
年
四
月
末
に
は
九
五
万
ト

ン
ま
で
減
少
し
た
。
石
炭
業
界
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
業
整
理
縮
小

の
方
針
を
改
め
て

増
産
に

つ
と
め
た
が
、
急
激
な
需
要
に
追
い
つ
け
ず
供
給
不
足
が
続

い
た
。

一
方
、

不
況
対
策
と
し
て
六
年
八
月

=

日
に
施
行
さ
れ
た
重
要
産
業
統
制
法
が
、
九
年
五

月
か
ら
石
炭
に
も
適
用
さ
れ
、
政
策
の
戦
時
体
制
化
の
指
向
と
相
ま

っ
て
需
給

の
均

衡
が
保
持
さ
れ
、
以
後
石
炭
業
界
の
好
況
が
持
続
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

『
日
誌
』
を
追
う
と
、

〔表
3
)
に
見
る
よ
う
に
、
六
年
八
月
と
七
年
六
月
は
作

業
内
容
が
明
記
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
作
業
な
い
し
場
所
に
よ

っ
て
賃
金
格
差
が
判

然
と
し
て
く
る
。
本
線
坑
道
の
本
卸

に
沿

っ
て
排
気
な
ど
に
使
う
坑
道
を
連
卸
と
い

う
が
、
本
卸
に
く
ら
べ
て

一
工
数

の
平
均
賃
金
は
高
く
、
共
同
作
業
す
る
人
数
も
本

卸
の
三
人
か
ら
五
人
く
ら
い
に
対
し
、
六
人
か
ら

一
〇
人
く
ら
い
と
多
数
を
要
し
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
労
働
力
を
必
要
と
す
る
困
難
な
作
業

で
あ

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
そ
の
作
業
者

の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
先
頭
に
立
山
と
あ
る
の
は
リ
ー
ダ
ー

で
あ

っ
た
と
判
断
さ
れ
る
が
、
立
山
の
前
に
湯
村
様
、
中
光
様
と
敬
称
を

つ
け
た
人

名
が
書
か
れ
て
い
て
、
市
郎
の
先
輩
に
あ
た
る
練
達
の
坑
夫
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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(単位 ・円)

1工数平均金 額工数

〔表3〕 賃金明細

個 所年 月

上期

下期

2.19

2.28

15.98

2.96

7.3

1.3

連 卸 延
〃

昭和6.8

ノ!

1.961.961.本 卸 延〃

2.111.900.9本卸片盤!ノ

1.651.651,三 目 抜〃

1.6011.367.1日 役〃

1.9335.8118.6計〃

2.1428.9313.5四 片 昇昭和7.6

1.9625.6313.1四 片 延〃

難
興

1.4510.127.枠 入〃

2.212.211.充 填ノ!

1.603.202.日 役ノノ

1.9270.0936.6計!ノ

1膿
1.754.372.577昭和9.3

2.1327.7513.〃〃

1.693.382.79〃

2.2328.9913.732ノ!

2.1164.4930.5計〃

1工 数 平 均 は、厘 を4捨5入 。

 

そ
れ
が
、
連
卸

の
時
に
多
く
見
か
け
る
の
で
、
そ
の
作
業
が
熟
練
し
た
技
術
を
要
し

た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
六
年

一
月

一
二
日
に

「
第

一
上
風
道
」
と
い
う
文
字
や
、

本
線
、
連
卸

の
語
が
多
い
の
は
、
新
坑
開
発
を
進
め
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

三
目
抜
、
四
目
抜
の
文
字
が
見
え
、
目
抜
と
は
、
例
え
ば
本
卸
と
連
卸
を
結
ぶ
よ

う
な
連
絡
坑
道
で
あ

っ
て
、
数
字
は
坑
道
上
部
か
ら

一
、
二
、
三
と
順
番
で
数
え
た

も
の
で
あ
る
。
四
片
と
は
、
本
卸
か
ら
横
に
延
び
た
坑
道
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
上
か

ら
順
番
の
数
字
で
呼
ん
だ
。
賜
は
掘
り
進
ん
で
い
く
こ
と
、
朧
艦
は
坑
道
の
こ
と
で

そ
の
作
業
、
昇
は
上
の
方
に
掘

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
平
均
賃
金
が
高
い
の

で
、
こ
れ
も
技
術
を
要
す
る
作
業
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
役
は
、
坑
内
作
業
の
賃
金

が
作
業
量
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
多
く
単
純
作
業
や
坑
外
の
賃
金
計
算

に
用
い
ら
れ
た
の
で
、
単
価
は
安
か

っ
た
。
充
填
が

一
工
数

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

〔表4〕 平山鉱勤務時の賃金表

石
炭
の
鉱
脈
を
横
に
長
く
掘
り
進
む
、
す
な
わ
ち
払
面
の
前
に
は
空
洞
が
で
き
る
の

で
、
そ
の
空
洞
を
ボ
タ
な
ど
で
埋
あ
て
い
く
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
も
危
険
が
伴
う
と

同
時
に
技
術
を
要
す
る
作
業
な
の
で
平
均
賃
金
は
高
い
。
七
年
六
月
の
場
合
は
、
枠

入
が
七
工
数
あ
る
が
、
こ
の

一
〇
円

一
二
銭
が
、
賃
金
伝
票
の
合
計
金
額
に
計
上
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
金
額
が

〔表
4
〕
の
分
と
違
う
が
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

枠
入
分
を
除
外
し
て
、

一
工
数
平
均
賃
金
を
計
算
す
る
と
二
円
三
銭
と
な
り
、

〔表

3
〕
の

一
円
九
二
銭
に
対
し
て
少
し
上
昇
す
る
。

(単位 円)

1備 考差引渡金
金去引

雑1合 計税見合電燈料家賃保険料積金年 月 方 数 総所得

下期のみ7,80

55.36

τ レ

1.355.71.364。00,含21
昭和6.1

2

60.17.36.363
47.1124.24

方数は工数にかわる51.542.7.55,35.361.4454.245129.

2日 午壕負傷6'

36.092.43.55,35.63,9038.49720,1
32.803.01.55.35.631.4835.818i8.6

3.2958.38。55.35.631.7661.67,gi31.7
り 欝7.8759.41'20b

.63.35.551.7128.567.282.0010

5.2944.Ol

内賞与6.76円4.28185.98倉庫品

.63.35.55

.63

1.76

1.65
i2・00

25.149.3011

24.4190.262.0012

内賞与1.30円11,7146。974.42.55.35.631.764.0025.358.68昭和7.1
賃金伝票なし出蜘7日12

■ノ

35.142。70.慧5.35.63

出勤9日(以 下)合計3

1.172137.844

52,462.54.55.35.631.015540.75

54.215.76.55.35.632.232.0059.9736.66
20.653.24.55.35.631.7123,8913.17
32.901.171.1734.0720.48

賃金伝票なし安全燈出勤2旧9

45.605.72.02.55,35.631.173.0051.3210131.1
54.235.73.55ガ ラス,35.631.203.0059.961142.8

35.87

年末負儲と思われる

8.85.15,55.35.636・00

,1・17

44.721226.6

昭 和8.1咄 勤6B

1賃金伝票な し
〃

2出 勤18日
〃4日3

〃〃 田 日4
〃負優休業あり〃14日5

61n14H

7月 ～翌年1月 まで出動状況記載なし。この間三井鉱業所に就識しようとするが、平山鉱を退職できず。

16.15下 期のみ。557.97112.50.35。633.001428.65昭和9.2
34.72.5520.9029.77.35.631.346,0030.564.493

上記2カ 月は分配所(本 文で説明)以下昭和12年7月 まで記載ない
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九
年
の
二
月
と
三
月
は
支
柱
夫
で
あ

っ
て
、
そ
の
作
業
内
容
は
採
炭
を
す
る
払
の

落
石
を
防
ぐ
た
め
に
、
上
部
岩
層
を
坑
木
で
支
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

一
工
数
当
り

の
平
均
賃
金
は
二
円

一
一
銭
と
、
六
、
七
年

に
く
ら
べ
る
と
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
平
気
賃
金
は
豊
国
鉱
時
代

の

〔表
1
〕
に
見
る
よ
り
も
低
く
、
石
炭
業
界
不
況
の

後
遺
症
で
あ
ろ
う
。

〔表
2
〕
と

〔表
4
〕
を
比
較
し
て
み
る
と
、
平
山
鉱
勤
務
時
は
各
年
何
月
か
に

賃
金
伝
票
の
欠
落
が
あ

っ
て
、
年
間
総
収
入

の
比
較
が
で
き
な
い
の
で
、
合
計
金
額

の
月
収
比
率
を
計
算
し
て
み
る
と
、
五
〇
円
以
上
の
収
入
が
豊
国
鉱
五
三

・
三
%
に

対
し
、
平
山
鉱
が
五
四

・
五
%
と
や
や
上
位

に
あ
る
。

一
方
、
四
〇
円
代
は
二
六

・

七
%
に
対
し

=
二
・
六
%
と
さ
が
り
、
四
〇
円
未
満
は
二
〇
%
に
対
し
三

一
・
八
%

と
大
き
な
差
が
見
ら
れ
、
当
時
の
不
況
と
生
活
困
難
を
推
測
さ
せ
る
数
が
で
て
く
る
。

た
だ
、
六
年

一
二
月
は
九
〇
円
二
六
銭
と
異
常
に
高
収
入
だ
が
、
そ
の
中
に
賞
与
六

円
七
六
銭
が
含
ま
れ
、
翌
月
も
賞
与

一
円
三
〇
銭
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
新
坑
口

開
坑

の
祝

い
金
と
労
働
意
欲
の
向
上
を
目
ざ
し
た
、
会
社
側
の
意
図
が
あ

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
は
、
賞
与
の
文
字
が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

〔表
4
〕
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
信
和
会
費
が
な
い
こ
と
で
、
明
治
鉱
業
株
式

会
社
と
は
別
会
社
だ
し
、
類
似
の
組
織
も
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
家
賃
が
六
年
七

月
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
三
六
銭
か
ら

一
挙
に
六
三
銭
に
値
上
が
り
し
て
い
る
の
は
、

住
宅
内
容
が
良
い
家
に
転
居
じ
た
の
か
、
そ

の
関
係
の
記
述
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
、
電
燈
料
と
税
金
相
当
額
の
引
去
金
は
下
が

っ
て
い
る
。
坑
内
作
業

の
実
態
と
し

て
、
六
年
二
月
に
ア
セ
チ
レ
ン
金
券

一
円
三
五
銭
と
七
年

一
〇
月
安
全
燈
二
銭
が
引

去
ら
れ
て
い
る
の
は
、
開
坑
当
時
の
坑
内
作
業
は
ま
だ
カ
ー
バ
イ
ト
に
水
を
落
と
し

て
発
生
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
ガ

ス
に
火
を

つ
け

る
、
カ

ン
テ
ラ
を
照
明
器
具
を
使

っ
て

い
た
。
そ
れ
が
、
坑
内
が
深
部
に
掘
ら
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
メ
タ
ン
ガ
ス
発
生
に

よ
る
爆
発
の
危
険
性
が
お
こ
り
、
安
全
燈
を
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
年
二
、
三

月
に
分
配
所
と
あ
る
の
は
、
炭
坑
経
営
の
日
用
品
や
作
業
用
具

の
販
売
店

で
、
購
買

所
と
か
売
店
と
か
炭
坑
に
よ

っ
て
名
称
が
異
な
り
、
従
業
員
は
そ
こ
か
ら
掛
け
で
買

っ

て
賃
金
か
ら
差
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
六
年
六
月
二
日
午
後

に
負
傷
し

て
七
月
五
日
ま
で
休
業
し
て
い
る
が
、
そ
の
公
傷
金
二
六
円
八
八
銭
を
七
月
二
四
日

に
受
取

っ
て
い
る
。

こ
の
当
時
の
労
働
条
件
は
、
日
曜
休
日
が
定
着
し
て
お
り
、

一
日
三
交
代
制

で

一

週
間
毎
に
甲
丙
乙
の
順
に
勤
務
時
間
が
か
わ

っ
て
い
る
。
甲
方
の
出
勤
時
間
が
六
時

入
坑

で
三
時
半
に
昇
坑
し
て
い
る
か
ら
、
大
体
八
時
間
労
働
が
指
向
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
曜
以
外
の
休
日
に
、
二
月
一
一

日
の
紀
元
節
、
四
月
二
九

日

の
天
長
節
、

=

月
三
日
の
明
治
節
は
公
休
と
し
て
い
る
が
、
作
業
が
緊
急
を
要
し

た
の
か
出
勤
し
て
い
る
年
も
あ
る
。
代
休
の
制
度
も
あ

っ
た
よ
う
で
、
七
年

一
二
月

一
一
日
の
日
曜
に
出
勤
し
て
、
そ
の
代
休
を
一
三

日
に
と

っ
て
い
る
。

作
業
用
具
代
と
し
て
、

「久
留
米
金
重
鋸
来
る
代
二
円
五
〇
銭
」
と
あ
り
、
ほ
ぼ

一
方
分
の
賃
金
に
相
当
す
る
高
価
な
も
の
を
購
入
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

一
方
当
り

の
賃
金
は
、
六
年

一
月
下
期
は

一
円
五
〇
銭
、
二
月
上
期
は
二
円
三
〇
銭
、
同
下
期

は
二
円
五
五
銭

で
あ

っ
た
。

ど
こ
の
坑
内
に
お
い
て
も
、
常
に
危
険
は
つ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
市
郎
自
身
も
何

度
か
負
傷
し
て
い
て
、
記
事
の
中
の
事
故
件
数
を
あ
げ
る
と
、
六
年
は
八
件

で
そ
の

中
に
大
負
傷
二
名
と
あ
り
、
七
年
は
六
件
あ

っ
た
。
六
年
五
月
二
二
日
に
、

「本
線

ポ
ン
プ
三
台
ト
ラ
ル
」
と
あ
り
、
坑
内
事
故
は
、
爆
発
、
落
盤
、
炭
車
暴
走
、
火
災

な
ど
の
外
に
出
水
事
故
も
あ
り
、
梅
雨
時
の
大
雨
の
時
は
地
下
水
が
急
増
し
て
、
排

水
用
ポ
ン
プ
を
引
き
あ
げ
る
暇
が
な
く
て
水
没
す
る
こ
と
も
多
か

っ
た
の
で
あ
る
。

「
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3

・
明
治
鉱
時
代

(
日
中
戦
争
中
)

「嘉
穂
郡
頴
田
村

(現
頴
田
町
)
明
治
鉱
業
所
来
る

八
月
九
日

月
曜

明
治

第
八
坑

二
志
願

ス
。
仕
事
初
入
坑
」
と
あ
り
、
市
郎
は

一
二
年
八
月
、
碓
井
村
か
ら

頴
田
村
の
明
治
鉱
業
株
式
会
社
明
治
鉱
に
転
勤

し
た
。

『
日
誌
』
に
は
、
九
年
四
月

か
ら
の
記
述
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
間

の
消
息
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
二
年

七
月
七
日
北
京
近
郊

の
盧
溝
橋

の
銃
声
か
ら
日
中
戦
争
が
始
ま
り
、
戦
時
体
制
は
強

化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
二
年
か
ら
、

「出
征
」
の
文
字
が
見
え
、
こ
の
年

の
八
月
に
は

「燈
下
管
制
」
が
お
こ
な
わ
れ
、

=
二
年
二
月
は
二
〇
日
か
ら
二
五
日

ま
で
、

一
四
年
に
は

一
〇
月
二

一
日
か
ら
二
八

日
ま
で
続
い
て
い
る
。

「出
征
」
と

は
、
軍
隊
に
徴
兵
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

「
燈
下
管
制
」
は
夜
に
中
国
空
軍
機
の
来

襲

に
そ
な
え
、
室
内
の
照
明
を
暗
く
し
て
、
空
か
ら
人
家
の
存
在
を
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
電
燈
の
照
明
を
小
さ
く
し
、
傘
に
は
黒
い
厚
手
の
布
を
か

ぶ
せ
、
光
が
外
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
室
内
で
息
を
ひ
そ
め
る
生
活
で
あ
っ
た
。

事
実
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
が
、

=
二
年
三
月

三

一
日
に

「午
前

一
時
半
敵
の
飛
行

機
く
る
」
の
記
事
が
あ
る
。
同
年

一
〇
月
二
八

日
は

「
漢
口
陥
落
チ

ョ
ウ
チ
ン
行
列
」

と
見
え
て
、
揚
子
江
中
流
岸
の
要
地
武
漢
を
占
領
し
て
日
本
全
土
が
提
灯
行
列
を
し

て
歓
喜
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
戦
争
の
泥
沼
に
足
を
ふ
み
こ
む
こ
と
に
な

っ
た
の

で
あ
る
。

戦
時
色
の
強
化
は

〔表
5
〕
を
見
て
も
は

っ
き
り
す
る
。
貯
金
は
、
普
通
貯
金
と

愛
国
貯
金
が
あ
り
、
最
初
の
頃
は
、
前
者
を
月
収
の

一
割
弱
を
強
制
的
に
差
引
か
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

一
四
年
か
ら
後
者
が
加
わ
り
、
預
金
額
は

一
.
五
割
ぐ
ら

い
に
な
り
、
賃
金
受
領
時
の
可
処
分
所
得
は
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
防
と
あ
る

内
容
が
不
明
で
あ
る
が
、
最
初
は
国
防
貯
金
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を
、
愛
国
と
名
を

か
え
た
と
思
わ
れ
る
が
、
五
〇
銭
と
か
五
銭
と
か
の
金
額
が
少
な
い
の
は
国
防
献
金

(単位 円)
〔表5〕 明治鉱勤務時の賃金表(昭 和12年8月 ～16年12月)

考備差引譲金
金融 雑 計

金去
家賃 電燈料 税金 婦人会 団保

引
国防

合計金額 退積 信和i保 険 貯金臨手金 額旗年 月

36,86.88.101.7837.741.6036.1416昭和12.8
45.234.181。20.601.50.10.7849.411.70

内、採炭36.52円 、傷病手当6.24円(8日 間)

4T71239
39.776.42、薬.13.60.63.60.591.50,1.49.10.7846,191、5044,6910

20日まで休業13,49職種が三坑捲方にかわる(100馬力捲)21日 より就業.9012,5911
上期分のみ14.407.3201.1.20611,2.101.5621.72歩賞21.7218.112

40.668.110034.80.60。10.7848.777,41,57昭和13.1
4L515.94Ol03.432.90.7847,453.44.1535,92
41.88,150ト034.90.54.10.7850.046.44.0435.83
35.27.41003.60,4.10.10.7842,614.38.0130.94
42.08.44.15003.58、5.00.10.7850.50'5.45.5355
5L2

54.0

9.46

410.
.150

.50,150

0

Ol

3

3

6.00.60

6.30.58

.10

.10

.7

.7

60.72

:68[oo.30
54.1

55.6

39.5

40.6

6

7
44.7914.薬.15.50貸5.001.150OI35.90.60.10.959.94.4237.6251.5
08.2610.〃.48.50.1500・35.80.10.74.958.80.2450.536.

引去金.46円 不明。傷病手当3.84円(4日 間)38.108.〃.03.05.15G034.60.10.72.947.05.941.130.1
58.7

36.47

3

9

12.

29.

イモン.⑳.50.15
貸19.oo.151.50

0

,050

0

0

3

3

・05
1

7.00。64

6.50.72

.1

.1

.9

1,14

70.73

66.46

,3

.2

61.37'

58.20

42,

38.

1

1
49.9112.79薬.44.50.15写L50D036.201.05.88.162.701.1454907.836.

引去金.55円 不明。下期のみ
昭和14,1

21.29

56.16

3.48

261.50'.150層.0503

2,50.88
3.82.90.79

,1

.1

25.32

67.4211.14

3.114.8・22.201

8.359.1039.4

2

3
賃金昇格1.56円51.21。751.15.50,050036.10.8861.961.14'.17.254.7035.14

53.48.791薬.27.15.050o6.40.851.14.17,8064.2756.4736,25
56.42.92114問.05006.601.88,121.8.0667.3459.286

761..782關,15.14.05001620,99.121.9.8881.9572.0746.27
43..41.140.05012.01.02.12260.377,53.3534.2

下期から単価1.67円55.

53.

.2

.6

.14

4

01,05

.05:60
0

0懸
14.81.02

14.2,99

.1

.1

274.854.60.6236.3

72.288.63。9638.31
58.

45.

.5

7.7.50

4

4

.05.600

.60o

.50

.50

15.61.02

.41.99:3
79.38.70.42.4

63.37.56,.73

1

1

65.8O.4不明.304.050.603.411.02.385.39,,575.4昭和15.
58.76.94.050.6036.50.01.02.375.68..567.4

単価1.81円 になる。.35円 誤差

66.47

55.50

70.25

7.9

16.61

18.23

薬.154.051

4

:14
.05、

.05!

OI.60

Ol.65

0.60

3

3

3

7.40

6.10

7.80

0

.96

1.02

.99

:1
.1

.32

1.32

1.32

9.10'84.4.日75.

6.9671,7.8164.3

8.8488.44

4

4479.
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(単位 円)〔表5〕 明治鉱勤務時の賃金表(昭 和12年8月 ～16年12月)

備 考差引霞金計金去引
団保 金融1雑

38

金 額 臨手 合計金額 退積 信和 保険 貯 金 国防 家賃azarw税 金leXft年 月 方数

17.68665.1460603
23傷 病手当8.40円(5日 間)

6.86脚.OO10日.0268・

52118,5
8.04184.06176.026142

51.1430:6035.80.00101,26681
31婁問3017,2っ55

62,456.3468.791734.5
.09301603,00;6.20101,30681

761
72.56

63
65,70、6.8

日7.7
8135.3

130306013
44単 価1.89円 になる

,00E7幽001011.30168177.55
65薬.36184

72.49'5,0940.6
1305306013.0017曾30101,2668'183.85

771604115
1040.3噛75.798.0

13053060.63.OO4.703010176.261
7563,8413

1136.568.987.2
13105・3003、

79195,15臨 手に物手、週賞が加わる
6.003.0012668.10177.591

7960.61上9同 じ

7479.23手 当は、歩増、責任手、期賞、週賞 、物

14
1237.2、70.317,2

12

131

童3

05

051

0

0

0

OL

3,0014.OO
3,002.00E

30

30

1

1

10

10
41.678.6316.52195,151.68

68173.79122.1
151蝸

,2G

27.151.22

召和16.1

2
050035.OO1.00181

92i72.elI単 価1.97円 になる
1068194.97129.3

17〃.20

34.765.593
05O'035.00,001810i168

7554.65
89.93127.4

16
31.762.454

05OI036.00.OO26L116871.401
66160.04献金1981薬,0318

526.251.81119.5
0516・0636.00.0030i1168

6017900
78.70156,5422.1628.7

日1〃 .99;05、.1316063266.0011168
薬.47154478.73

63.6326.97190.60正732.3
.13イ モノ1知0516063423.006.0011

110.65、74,80

94.171.98165.40i28.77833.2

薬.4512.0654,25傷 病手当5.04円(3日 間)

0516…OI63306.OO1185.451.681930.459.89125.56
.1305161Oi632613,0011.00、10166.311.68147.15119.1610123

傷病手当30日間50円40銭11

傷病手当31日間40円92銭12!

臨手は臨時手当て。退積は退職積立金。保険は健康保険。愛貯は愛国貯金。団保は団体生命保険。慰問(イ モン)献金は軍隊に対するもの。

の
可
能
性
が
強
い
。

一

六
年
に
は

「
献
金
」
の

文
字
が
見
え
、
任
意
の

形
を
と
り
な
が
ら
も
、

戦
争
遂
行
と
い
う
ス
ロ
ー

ガ

ン
の
も
と
、
強
制
的

に
軍
事
目
的
の
挙
出
が

賃
金
か
ら
差
し
引
か
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

戦
地
の
軍
人
の
苦
労
に

対
す
る

「
慰
問
」
の
文

字
に
も
同
じ
こ
と
が
い

え
、
当
時
の
庶
民
は
、

楽
で
な
い
生
活
費
を
節

約
し
な
が
ら
も
戦
争

へ

の
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

一
方
、

政
府
や
軍
か
ら
の
戦
争

協
力

の
た
め
の
大
衆
組

織
す
す
め
ら
れ
、
そ
の

一
つ
が
国
防
婦
人
会
で

あ
る
。

=
二
年

一
〇
月

に
五
銭
の
会
費
徴
収
が

始
め
ら
れ
、
そ
の
金
額

は

一
六
年
ま
で
か
わ
ら
な
い
が
、

一
五
年
三
月

一
七
日
国
防
婦
人
会
総
会
、
同
五
年

二
六
日
婦
人
会
修
養
会
、

一
六
年
六
月
八
日
婦
人
会
総
会

の
記
事
が
見
え
、
妻
秋
乃

が
修
養
会
に
も
参
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
戦
争
の
厳
し
さ
が
増
す
中

で
、

=
二
年
六
月

一
五
日
第
三
坑
と
第
四
坑

で
採
炭
夫
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
何
が
原
因
で
あ

っ
た
か
、
ま
た

そ
の
目
的
も
記
述
が
な
い
の
で
不
明
だ
が
、
坑
内
夫
全
員
が
作
業
開
始
後

一
亟
だ
け

出
炭
し
て
、
す
ぐ
昇
坑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
飯
塚
警
察
署
特
高

(特
別
高
等
警
察
)
が
来

て
従
業
員
を
集
め
て
話
を
し
、
明
治
鉱
業
本
社
か
ら
は
す

ぐ
さ
ま
重
役
三
人
が
来
鉱
し
て
お
り
、
そ
の
あ
わ
て
ぶ
り
が
手
に
と
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
効
を
奏
し
た
の
か
、
翌
々
週
の
二
六
日
か
ら

一
週
間
当
た
り
の

満
勤
者
に
は
五
銭
、

一
日
休
業
し
た
者
に
は
三
銭
の
賞
与
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

市
郎
は
、
明
治
鉱
勤
務
当
初
は
掘
進
と
採
炭
を
し
て
い
た
が
、

一
二
年

一
〇
月
二

一
日
か
ら
病
気
の
た
め
に
休
み
、
翌
月
二

一
日
か
ら
採
礦
係
長
の
許
可
を
え
て
、
機

械
課
に
属
し
第
三
坑
百
馬
力
捲
方
に
転
職
し
て
い
る
。

一
方
当
た
り
の
賃
金
は
左
二

片
が
二
円
七
四
銭
、
卸
が
二
円
六
九
銭
、
採
炭
は
二
円
九

一
銭
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、

捲
方
は

一
円
五
四
銭
と
低
下
す
る
が
、
月
収
総
額
の
大
き
な
低
落
は
見
ら
れ
な
い
。

捲
方
は
、
坑
内
作
業
者
の
休
日
の
時
に
、
機
械
修
理
な
ど
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
出
勤
し
、
残
業
も
あ
り
、
そ
れ
が
長
時
間
を
要
す
る
こ
と
も
多
か

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
記
事
の

一
端
を
あ
げ
る
と
、

「
三
坑
捲

ロ
ー
プ
取
替
、
午
後

=

時

残
業
」

「
ブ
レ
ー
キ
替
え
」

「
コ
ー
ト
ラ
ー
及
抵
抗
器
修
理
」

「大
羽
歯
車
取
替
、

モ
ー
タ
ー
外

メ
タ
ル
新
調
」
、
さ
ら
に
は
山
の
神
祭
り
に
も
出
勤
し

「ド
ラ
ム

(
ロ
ー

プ
を
捲
き
と
る
円
筒
形
の
も
の
)
シ
ャ
フ
ト

・
大
羽
車
キ
ー
締
め
」
な
ど
の
作
業
が
、

日
曜

・
休
日
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
晦
日
や
新
年
も
な
い
と
い
う
調
子
で
、
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=
二
年
は
大
晦
日
に
出
勤
し
、
元
日
は

「
目
出
度

シ
」
と
休
ん
だ
が
、

二
日
か
ら

「
三
坑

ロ
!
プ
振
替
」
と
出
勤
し
て
お
り
、

一
四
年
大
晦
日
は

「
四
坑

ロ
ー
プ
振
」
、

元
日
は

「
三
坑
捲
出
勤

ス
」
で
、
二
日
も

「
四
坑
捲
手
入
」
と
働
き
、
三
日
に
や

っ

と

一
日
休
ん
で
い
る
。

捲
方
の
勤
務
形
態
は
、
大
体

一
週
毎
に
甲
方
と
乙
方
が
か
わ
り
、
中
に
は

「
乙
方

カ
シ
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
で
、
乙
方
担
当
者
に
何
か
の
都
合
が
あ
っ
て
連
動
し
、

適
当
な
日
に
そ
の

「
カ
シ
」
を
返
し
て
も
ら
う

こ
と
で
、
勤
務
の
融
通
が
あ

っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

樟
取
の
名
前
が
よ
く
出
る
。
樟
取
と
は
、
坑
道
で
炭
車
を
乗
り
回
し
て
作
業
現
場

に
配
送
し
た
り
、
石
炭
を
積
ん
だ
炭
車
を
坑
外

に
あ
げ
る
よ
う
に
す
る
職
種
で
あ
る
。

だ
か
ら
捲
方
と
緊
密
な
連
絡
が
必
要
だ
し
、
合

図
を
ま
ち
が
え
た
り
油
断
を
す
る
と
、

樟
取
自
身
の
事
故
だ
け
で
な
く
、
炭
車
暴
走
な
ど
の
大
事
故
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
、

両
者
に
は
信
頼
関
係
が
必
要
で
あ

っ
た
。

賃
金
の
経
過
を

〔表
4
〕
に
見
る
と
、
年
を
追
う
に
従

っ
て
本
給
と
手
当
の
昇
給

が
見
ら
れ
る
。
そ
の
変
化
を
追
う
と
、

一
二
年

は
月
平
均
収
入
の
本
給
五
四
円
四
五

銭
、
手
当

一
円
六
〇
銭

(
三
か
月
平
均
)
1
以
下
こ
の
順
序
で
数
字
を
並
べ
る
ー
、

=
二
年
五
五
円
六

一
銭
、
六
円
七
八
銭

(
一
二
か
月
)
、

一
四
年
六
八
円
七

一
銭
、

八
円
七
五
銭

(
一
一
か
月
)
、

一
五
年
七

一
円
五
銭
、
七
円
六
〇
銭

(
一
二
か
月
)
、

一
六
年
八
四
円
五
銭
、
二
七
円
五
四
銭

(
一
〇
か
月
)
で
あ
る
。

一
方
当
た
り
の
本

給
は
、

一
四
年
四
月

一
円
五
六
銭
、
九
月

一
円
六
七
銭
、

一
五
年
四
月

一
円
八

一
銭
、

一
〇
月

一
円
八
九
銭
、

一
六
年
四
月

一
円
九
七
銭
と
昇
給
し
い
る
。
手
当
の
方
は
、

一
四
年
が
前
後
の
年
よ
り
多

い
の
は
、
九
月
が
他

の
月
の
倍
額
あ
る
の
が
影
響
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
捉
え
が
た
い
。

一
六
年
は
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
、
三
倍

以
上
増
額
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
責
任
手
当
が

一
〇
円
か
ら

一
五
円
と
大
き
く
、

物
価
手
当
が
六
円
程
度
、
そ
れ
は
期
賞
と
週
賞
の
賞
与
が

つ
い
て
お
り
、
八
月
に
は

休
日
手
当
が
二
円
九
六
銭
出
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
手
当

・
賞
与
の
種
類
が
多
く
な

っ
た
の
は
、
戦
争
の
長
期
化
を
乗
り

切
る
た
め
る
生
産
意
欲
の
向
上
を
め
ざ
し
、
物
資
不
足
と
物
価
上
昇
に
よ
る
生
活
環

境
変
化
に
対
応
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
年
八
月
米
の
値
段
は

一
斗
三

円
七
銭

(同
年

=

月

一
俵

一
二
円
三
〇
銭
)
で
あ

っ
た
。
当
時
の
物
価
上
昇
を
白

米
で
み
る
と

(
『値
段

の
風
俗
史
』
朝
日
新
聞
社
刊
)
、

一
〇
キ

ロ
当
た
り
の
小
売

価
格
で
、

一
〇
年

の
二
円
五
〇
銭
が

一
四
年

一
一
月
に
三
円
二
五
銭
に
な
り
、
二
〇

年

一
二
月
六
円
に
上
昇
し
翌
二

一
年
三
月
に
は

一
九
円
五
〇
銭
と
狂
乱
状
態
に
な

っ

た
の
で
あ
る
。
他
方
、
物
資
不
足
も
目
立
ち
、

一
五
年

一
二
月

一
〇
日

「
サ
ト

(砂

糖
)
配
給

一
人
五
〇
匁
」
と
あ
り
、
食
糧
や
衣
類
が
配
給
で
統
制
さ
れ
て
い
っ
た
。

当
時
の
小
学
生
で
も
、
洋
服
や
靴
が
学
級
単
位
で
配
給
に
な
り
、
数
少
な
い
品
物
を

く
じ
引
き
な
ど
で
割
当
て
る
状
況
が
出
て
い
て
国
民
生
活
は
困
難
の
度
を
増
し
て
い

た
。傷

病
手
当
を
四
回
受
け
て
い
る
が
、

「被
保
険
者
標
準
報
酬
日
額
決
定
通
知
」
書

が
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
あ
げ
て
お
く
と
、

一
四
年

一
二
月

一
日
分
で
、
標
準
報

酬
日
額
二
円
二
〇
銭
に
対
し
て
手
当
日
額
は

一
円
三
二
銭
、

一
五
年
六
月

一
日
分
は

二
円
八
〇
銭
で
手
当
が

一
円
六
三
銭
で
あ
る
。
傷
病

で
休
業
す
る
場
合
に

一
日
当
た

り
収
入
の
約
六
〇
%
が
支
給
さ
れ
る
計
算
で
、

一
五
年
七
月
に
五
日
間
傷
病
手
当
八

円
四
〇
銭
が
支
給
さ
れ
、

一
日
平
均
額
が

一
円
六
八
銭
で
あ
る
。
当
月
の
出
勤
日
数

(方
数
で
は
な
い
)
が
二
四
日
だ
か
ら

一
日
平
気
収
入
は
二
円
八
七
銭
、
傷
病
手
当

の
比
率
は
約
五
九
%
で
あ
る
。

=
二
年
八
月
七
日
に
、

「
見
合
貸
シ
五
円
」
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
支
払

い
伝
票

も
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
見
合
貸
し
と
は
、
賃
金
を
担
保
に
し
て
の
前
払
い
で
、
従
業
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員
が
緊
急
の
金
銭
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
時
に
会
社
か
ら
借
り
る
こ
と
で
、
こ
の
借
金

は
、
郷
里
田
主
丸
の
初
盆
に
使
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

坑
内
の
人
身
事
故
に
つ
い
て
は
、
捲
方
に
な

っ
た
た
め
か
記
述
が
な
く
な
る
が
、

炭
坑
の
労
働
は
常
に
自
然
と
の
闘
い
で
あ
り
、
そ
の
事
故
の
記
載
が
あ
る
。

一
四
年

六
月
二
三
日
は

「大
雨
に
て
車
道
事
故
多
し
」
、

一
五
年
六
月
二
九
日
は

「午
前
坑

内
斜
六
片

ヨ
リ
出
水
」
と
あ
る
。
中

で
も

一
六
年
六
月
二
五
日

「本
日
ヨ
リ
大
雨
降

り
」
、
同
二
七
日
は

「各
坑
口
共
中
止
ノ
状
態
」
か
ら

「
三
坑
風
気
道
落
、
四
坑
坑

口
落
、
二
坑
五
坑
ポ
ン
プ
ト
ラ
ル
、
旧
道
ポ
ン
プ
キ
ケ
ン
」
と
あ
り
、
当
時

の
坑
内

出
水

の
非
常
事
態
が
想
像
で
き
る
。
こ
の
豪
雨

は
二
九
日
ま
で
続
い
て
、
福
岡
県
下

に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
五
日
間

の
雨
量
は
那
珂
川
町
南
畑
で
七
八
〇

ミ
リ
、
田
川
市
後
藤
寺
附
近
で
八
六
四
ミ
リ
を
記
録
し
、
県
下
の
死
者
五
五
人

に
の

ぼ
る
大
災
害
で
あ

っ
た
。

戦
時
体
制
の
厳
し
い
状
況
下
に
、
の
ど
か
な

一
日
を
過
ご
す
こ
と
も
あ

っ
て
、

一

五
年
七
月
二
八
日
は
、
日
曜
日
を
利
用
し
て
全
坑
海
水
浴
に
出
か
け
て
い
る
。
幸
い

当
日
は
晴
天
で
、
立
山
家
族
が
参
加
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
仕
事
は
休
業
し

て
い
る
。

4

・
明
治
鉱
時
代

(太
平
洋
戦
争
中
)

ま
ず
、
賃
金
面
か
ら
み
る
と
、
手
当
や
賞
与

の
種
類
と
引
去
金

の
比
率
が
大
き
く

な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
収
入
面
で
、
臨
時
手
当
の
名
が
出
る
の
が

一
二
年
八
月

の
明
治
鉱
勤
務
以
後
で
、
手
当
、
賞
与
が
複
雑

に
な
る
の
は

一
六
年
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
明
細
は

〔表
6
〕
に
示
す
通
り
で
、
手
当

は
、
物
価
手
当
が

一
七
年
七
月
で
消

え
、
翌
月
か
ら
家
族
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
支
給
基
準
は
、

一
人
当
り
二

円
、
三
円
、
五
円
と
あ
が

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
総
収
入
額
に
対
す

〔表6〕 昭和17年以後の収入明細
(単 位 ・円)

合計金額
賞 与当手

週期家 族物 価休 日責 任歩増金 額日給工数日数年 月 期
35.81.152.262.603.90.0426.862.0513.117.1.上

45.37.962.263.206.1532.802.0516.1.下

25.24.602.4422.202.2210.8.上

50.011.082.446.00.0940.402.2218.28.下

49.862.042.541.164.8539.272.3117.1718.1.上

41.791.569.00.92.0530.262.3113.1131.下

37.481.681.90.1033.802.3814.2137.上

57.911.922.6215.00.0538.322.3816.1167.下

41.081.802.6836.602.4415.1319.1.上

56.371.802.6815.00.0536.842.4415.1151.下

52.151.802.7510.1037.502.5015.147.上

76.021.922.7515.006.0010.3540.002.5016.157.下

124.04r28 .006.0015.0075.042.6828.2820.7
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る
手
当

・
賞
与
等

の
比
率
は
、

一
七
年
七
月
が

一
六

・
八
%
と
低

い
が
、

一
九
年

一

月
ま
で
は
約
二
五
%
程
度
、
そ
れ
が

一
九
年
七
月
と
二
〇
年
七
月
は
三
九

.
五
%
と

増
加
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

一
八
年

一
二
月
二
五
日
下
期
賞
与
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
年
功

七
円
と
精
勤
二
七
円
六
〇
銭
、
計
三
四
円
六
〇
銭
か
ら
貯
金
六
円
を
引

い
て
、
受
取

額
二
八
円
六
〇
銭
と
あ
る
。
ま
た
、

一
九
年
か
ら
決
戦
手
当
の
別
途
支
払

い
伝
票
が

あ
り
、

一
九
年
八
月
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
決
戦
勤
続
手
当

(以
下
①

の
記
号
)
七

円
、
決
戦
精
勤
手
当
②

三
円
、
決
戦
全
磧
出
炭
賞
与
九
円
の
計

一
九
円
か
ら
、
組
合

貯
金
③
六
円
と
所
得
税
④
二
円
八
五
銭
を
差
引

い
て

一
〇
円

一
五
銭
の
手
取
額
で
あ

る
。
二
〇
年
五
月
で
は
、
①
八
円
、
②
四
円
、
決
戦
坑
別
出
炭
賞
与
三
円
の
計

一
五

円
か
ら
、
③

四
円
五
〇
銭
と
④
二
円
七
〇
銭
が
控
除
さ
れ
て
七
円
八
〇
銭
を
受
け
と
っ

て
い
る
。
同
年
七
月
も
同
様

の
決
戦
手
当
九
円
八
八
銭

の
収
入
が
あ
っ
た
。
〔表
7
〕

の
備
考
ら
ん
に
日
給
額
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
半
年
に

一
度
く
ら
い
で
昇
給
し
て

い
る
が
、
賃
金
は
豊
国
鉱
時
代

の

一
方
当
り
二
円
程
度
に
対
し
、

一
七
年

一
月
の
日

給
が
二
円
五
銭
だ
か
ら
、
職
種
が
違
う
と
い

っ
て
も
本
給
面
か
ら
は
大
差
が
な
い
。

会
社
側
は
、
手
当

・
賞
与

の
増
額
で
総
収
入
を
増
や
し
て
物
価
上
昇
に
対
処
し
、
労

働
意
欲
の
向
上
と
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
引
去
金

の
種
類
と
金
額
も
増
加
し
て
い
る
。
総
収
入
額

(合
計
金
額
)
に

対
す
る
手
取
額

(差
引
渡
金
)
の
比
率
を
調
べ
る
と
、
豊
国
鉱
時
代
の
三
年
八
月
は

九
四

・
三
%
、
平
山
鉱
に
移

っ
た
六
年
八
月
は
九

丁

六
%
、
明
治
鉱
で
は

一
二
年

一
〇
月
の
八
六

・
一
%
が

一
七
年

一
月
は
八
二

・
一
%
、
二
〇
年
七
月
に
は
八

一
.

九
%
に
な

っ
て
い
る
。
二
〇
年
五
月
に
は
七
〇

・
五
%
と
引
去
金
の
比
率
が
大
き
く
、

そ
の
理
由
の

一
つ
に
普
通
貯
金
と
愛
国
貯
金
を
合
せ
て
二
〇
円
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

総
収
入
額

一
〇
四
余
円
だ
か
ら
、
そ
の
五
分
の

一
が
不
時
に
備
え
て
や
、

「
お
国
の

(単位 ・円)
〔表7〕 明治鉱勤務時の賃金表(昭 和17年1月 ～20年8月)

考備
1差引渡金1金去引

計返金婦人会電燈1税 金
日給2.05円 、傷病手当2.64円(2日)

愛 貯 家賃普貯団保健保信和退 積
合計金額年 矧 工数

66.6514.532.50.05.60.162.00.633.00.393.58
傷病手当15.84円(12日)

.301.3281.1829.1
28.30

昭和17.1
15.572.50.05.60。163.00t.636.00.13LO2.161.3243.8716.12

傷病手当31日間40円92銭3

傷病手当15日間9円4

日給2.22円 、下期 のみ
賃金の記録なし5

19.868.68以下薬代5.003。00.45L13.1028.5412.6
55.7316.71.065.00.321.261.201.006.00.261.41.2072.4427.7
57.7017,55.10献 金.505.00.32・.301.2611.201.006.00.261.41,2075.2528.28

誤差1.39円75.5819.082.405.00産報.12。16.60.632.006.00.26.45.96」.20

誤差1.39円 。日給2.31円
98.0533.29

89.4514.231,20.601ユ6.635.005.00。13.45.10.96105.0731.910
72.3114.052.40献 金5011.00産綴.12.601.16.634.004.00.13.45.10.9686.362611
55.6115.462.55.601.16.632.006,00.131.05.102.2471.071912
80.8810.77,10.601.16.635.003.00.131.05.1091.6530。

61.27
昭和18,1

13.15以下不明.16.60.633.003.00.131.05。104.4874.0225.12
67.7017.012.10服2,00.16.60.633.005.00.13i.05.102.2484.7129.33

日給2.38円61.8718.412.00〃2
.OO2.50.16。60.634.003.00.131.05.102.2480.a8i28.4

62.6121.914.005.00.16.60.634.004.001.05。13.10
フの記号は何か不明

2.2484.5228.5
69,6121.21フ4,3D5.00.16.60.633.004.0010.5.13.102.2490.8230.6
74.7220.675.76.16.60.634.006.001.051.13.102.2495.39

誤差0.15円
30.37

73.7818.91.16.60.632.007.0010.5.13.102.2492.8429.8
75.4415.38薬Z47。16.60.634.004.00,131.052.24.1090.82

日給2.44円
28.29

79.5815.61〃 .70.16.60.634.006.00.131.052.24i.1095.1929.210
94.85115.91.16。60.635.006.00.131.05.10110.76、2.2434.811
93.3915.10薬1.19.16.60.634.005.00.131.05,io34.1108.4912.2412
80.0717.38ネン2.OO

。16.60.634.006.00.131.20.1097.452.5630.1
90。0315.38

昭和19.1
.16.60.634,006.00.131.20.10

上期のみ、12日から休業
105.412.5633.72

22,155、59.16.60.633.001.20
日給2.50円 。下期のみ

27.7411.373
9.927.582.00,26.2017.505.127.4
76.5715.70軍人1.oo産報,12,16.60.634.004.00.132.40.1092.272.5628.5
88.7319.41寄 附,10.16.60.634.006.00.131.20.10108.142.5629.6
111.1017.07.16.60.635.008.00.23

上期のみ、傷病手当12.24円(12日)
.75.10128.171.6031.7

25.8415.59.16.60.634.00.7541.4313。8
薬.13

73.58日 給2.68円
9月～昭和20年4月 賃金記録なし9

30.78産綴.02.321.201.268.0012.OO1.153.00104.363.201.50
81.43'支 払い月1回7月6日

19.
43.53

昭和20.5
12.006.72.02.321.201.2612.002.00.463.00124.964.35,2027.6

101.5822.46.32.021.201.2612.00.461.50
8月6日 甲方で 『日誌』終る

124.045.50.2028.7

出勤日数5日 、賃金記録なし8

『立山市郎日誌』四冊

豊国鉱殉職者慰霊塔。糸田町宮床貴船神社境内にある。塔下壇の四囲に、 「三尺第一坑」などの坑口名石板がはめこまれている。

『日誌』一冊目、昭和三年一 月上期分。

『日誌』二冊目、昭和六年五月分。

『日誌』四冊目、昭和一七年一二月下期分。

頴田町勢田明治坑の旧明治鉱業所事務所。(昭 和五六年一二月撮影)

明治鉱住宅内の共同井戸。飲料水に使い、あと一か所あった。(昭 和五七年一二月撮影)
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た
め
に
」
と
強
制
的
に
引
き
去
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
七
年
九
月
か
ら

「労
年
保
」
の
項
目
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
厚
生
年
金
保
険

の
前
身
で
、
労
働
者
年
金
保
険
と
し
て
同
年

に
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
婦
人
会
費

は
、
ど
う
い
う
わ
け
か

一
七
年
八
月
か
ら
な
く
な
る
が
、
翌
月
か
ら

「産
報
」
の
項

目
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
、

一
五
年
に
結
成
さ
れ
労
働
者
を
戦
時
体
制
に
組
織
し
た

大
日
本
産
業
報
国
会

の
略
称
で
、
金
額
は
少
な
い
が
、

一
八
年
に
は
全
く
徴
収
し
て

い
な
い
の
で
、
そ
の
徴
収
根
拠
が
不
明
で
あ
る
。

献
金
や
軍
人
は
、

一
七
年
二
月

=

日
の
公
休
に
「
一

一
円

一
五
銭
の
国
防
費
」

と
あ
る
の
と
同
様
の
戦
争
協
力

の
献
金
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
日
中
戦

『日誌』四冊目、昭和十七年十二月下期分。

争
時
に
見
ら
れ
る

戦
場
の
兵
士

に
対

す
る
慰
問
は
見
ら

れ
な
い
。
中
国
か

ら
東
南
ア
ジ
ア
、

さ
ら
に
南
太
平
洋

一
帯
に
広
が

っ
た

戦
場
の
兵
士
に
、

慰
問
な
ど
及
び
も

つ
か
な
く
な

っ
た

の
で
あ
る
。

一
八
年
八
月
に

「
債
券
五
円
」

と

あ
り
、
当
時
戦
時

国
債
が
強
制
的
に

各
家
に
割
り
当
て
ら
れ
て
買
わ
せ
ら
れ
た
。
家
庭
の
金
属
類
も
供
出
さ
せ
ら
れ
る
状

況
で
あ

っ
た
の
で
、
国
民
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
戦
争
遂
行
に
尽
力
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
金
属
類
は
返
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
貯
金
も
債
券
も
敗
戦

後
の
す
さ
ま
じ
い
物
価
高
騰
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
失

っ
て
し
ま
う
。
汗
水
を
流

し
て
、
働
き
、

「勝
利
の
日
ま
で
」
と
貯
め
、
ま
た
買

っ
た
こ
と
に
対
す
る
報
酬
縁
、

激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
極
端
な
物
資
不
足
に
よ
る
生
活
困
窮

で
し
か
な
か

っ

た
。賃

金
面
で
家
族
の
こ
と
を
み
る
と
、

一
八
年

一
月
二
五
日
か
ら
妻
秋
乃
が
明
治
鉱

選
鉱

(
選
炭
と
も
い
い
石
炭
と
ボ
タ
の
選
別
)
に
出
勤
し
て
、
日
給

一
円
五
〇
銭
で

六
日
出
て
六
方
に
、
引
去
金
な
く
計
九
円
を
受
け
と

っ
て
い
る
。
同
様

の
賃
金
支
払

い
は
翌

一
八
年
四
月
上
期
ま
で
続
き
、
下
期
か
ら

一
円
九
〇
銭
に
昇
給
し
て
い
る
。

六
月
上
期
に
は
、

一
四
日
出
勤
し
て

一
七

・
二
万
、
日
給
は

一
円
二
七
銭
に
さ
が
り
、

歩
増
や
責
任
手
当
、
工
賞
や
週
賞
が

つ
く
が
、
国
防
貯
金
と
健
康
保
険
三
円
三
〇
銭

を
引
か
れ
二
二
円
三
六
銭
を
受
け
と
り
、
賃
金
伝
票
が
終

っ
て
い
る
。

一
八
年
四
月
三
日
に
は
、
次
女
美
子
が
明
治
鉱
二
坑
に
書
記
と
し
て
就
職
し
て
い

て
、
そ
の
月
の
賃
金
が
上
期

一
二
方
で
九
円
六
〇
銭
、
下
期
が

一
六

・
六
方

で
週
賞

六
六
銭
が
加
算
さ
れ
て
、

一
七
円
二
六
銭
を
引
去
金
な
し
で
受
取

っ
て
い
る
。
当
時

の
女
子
鉱
員
坑
外
事
務
の
初
任
給
は
、

一
方
当
り

一
円
程
度
で
あ

っ
た
。

市
郎
の
出
勤
状
況
を
見
る
と
、

一
七
年

一
月
は

一
日
と
二
日
を
休
ん
で
い
る
が
他

は
全
日
出
勤
、
七
月
は
日
曜
日
を
全
部
休
み
、
八
月
は

一
日
だ
け
出
勤
と
休
日
を
休

む
傾
向
に
あ

っ
た
が
、

一
八
年
の
四
月
以
降

に
な
る
と
、
盆
休
み
も
八
月

一
五
日

(
日
)
だ
け
で
、
休
業
は
月

一
～
二
日
程
度
と
少
な
く
な

っ
た
。
そ
れ
だ
け
、
出
勤

と
増
産
が
奨
励
さ
れ
た
。
職
場
に
も
、

「
盡
忠
報
国
」
と

一
緒
に

「増
産
報
国
」
の

は
り
紙
が
見
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。

「
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三
、
戦
争
激
化

へ
の
中
の
日
々
の
暮
し

1

・
昭
和
初
年
代

こ
の

『
日
誌
』
が
書
き
始
め
ら
れ
る
頃
、
二
年
三
月
に
金
融
恐
慌
が
お
こ
っ
て
、

四
月
一
三

日
に
は
筑
豊

で
も
、
鞍
手
銀
行
、
嘉
穂
銀
行
、
筑
豊
貯
蓄
銀
行
な
ど
が
休

業
す
る
事
態
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
四
年

一
〇
月

の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ウ
ォ
ー
ル
街
の

株
式
市
場
暴
落
か
ら
お
こ
っ
た
大
恐
慌
は
、
日
本
も
巻
き
こ
ん
だ
。
同
年
成
立
の
浜

口
雄
幸
内
閣
が
、
不
況
打
開
の
た
あ
に
と

っ
て
い
た
金
輸
出
解
禁
は
、
金
の
流
出
を

招
い
て
か
え

っ
て
経
済
不
況
は
深
刻
に
な
り
、
失
業
者
は
増
大
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
三
年

=

月
不
況
打
開
の
気
持
ち
も
こ
め
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
昭
和
天
皇
の
御
大
典
の
儀
式
が
、
国
民
に
祝
賀
行
事
を
広
げ
て
盛
大
に

お
こ
な
わ
れ
た
。

一
一
月

一
〇
日
に
は
豊
国
鉱
本
坑
山
の
神
で
祭
典
が
あ
り
、
夕
方

六
時
か
ら
糸
田
村
あ
げ

て
の
提
灯
行
列
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

一
六
日
に
豊
国
鉱
で
は
、

菊
で
飾

っ
た
山
笠
が
作
ら
れ
て
、
子
供
た
ち
が
引
い
て
回
り
、
市
郎

の
子
供
も
参
加

し
て
い
る
。
ま
た
、
旗
行
列
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
町
内
で
旗
づ
く
り
を
し
て
お
り
、

市
郎
も
御
大
典
旗
代
六
七
銭
を
出
し
て
い
る
。

五
年
は
、
全
国
的
な
豊
作
が
か
え

っ
て
米
価
を
さ
げ
、
米
相
場
は
九
月

一
日
の

一

石

(約

一
五
〇
キ
ロ
)
当
り
二
〇
円
台
か
ら
、

一
〇
月
二
日
に
は

一
六
円
台
に
暴
落

し
た
。
そ
の
農
村
疲
弊
の
中
で
翌
六
年
は
、
東
北

・
北
海
道
の
冷
害
大
凶
作
が
お
こ

り
農
民
は
そ
の
日
の
暮
し
に
い
き
づ
ま
り
、
娘
の
身
売
り
が
続
出
す
る
悲
惨
さ
で
あ

っ

た
。
そ
の
六
年
九
月

一
八
日
満
州
事
変
、
翌
七
年

一
月
は
上
海
事
変
が
お
こ
り
、
国

内
で
は
前
蔵
相
井
上
準
之
助
、
三
井
合
名
理
事
長
団
琢
磨
か
ら
、
五

・
一
五
事
件
の

犬
養
毅
首
相
暗
殺
と
テ
ロ
事
件
が
続
発
し
た
。

こ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
シ
ズ
ム
の
暴
挙

の
中
に
、
満
州
帝
国
独
立
か
ら
八
年
三
月
の
国
際
連
盟
脱
退
と
、
軍
国
主
義
が
あ
ら

わ
に
な

っ
て
い
っ
た
。
石
炭
業
界
は
満
州
事
変
に
よ
る
軍
需
景
気

に
よ

っ
て
業
績
を

持
ち
直
す
が
、
当
時
炭
坑
で
庶
民
の
暮
し
向
き
を

『
日
誌
』
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

三
年
四
月
に
天
皇
の
写
真
を
三
円
八
〇
銭
出
し
て
買

っ
て
い
る
。
御
大
典
と
の
関

係
も
あ

っ
た
ろ
う
し
、
行
政
な
ど
の
す
す
め
も
あ

っ
て
、
天
皇
皇
后

の
写
真
が
全
国

の
各
家
庭
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
質
屋
通
い
も
あ

っ

て
い
て
、
質
に
入
れ
た
着
物
を
受
け
と
る
の
に
四
円
六
〇
銭
を
支
払

っ
て
い
る
。

盆
は
、
旧
盆
で
お
こ
な

っ
て
い
て
、
三
年
は
八
月
二
七
日
か
ら
二
九
日
ま
で
で
あ

っ

た
。
親
戚
の
初
盆
に
提
灯
を
伊
田

(現
田
川
市
)
で
六
円
で
買
い
、
盆

の
支
出
が
二

〇
円
く
ら
い
で
、
月
収
六
〇
円
台
で
の
支
出
だ
か
ら
世
間
の
つ
き
あ
い
は
楽

で
は
な

か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
人
間
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。

知
人
の
妻
の
病
気
見
舞
に
卵

一
五
個
を
贈

っ
て
お
り
、
そ
の
知
人
の
組
内
は

一
軒
あ

た
り
五
〇
銭
を
出
し
あ

っ
て
い
る
。
組
内
の
青
年
が
軍
隊
か
ら
退
営
し
た
時
も
、
組

内
が
お
祝
い
を
し
て
い
て
、

一
軒
当
り
五
〇
銭
ず

つ
で
あ

っ
た
。
品
物
の
贈
与
に
は

お
返
し
の
慣
習
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
市
郎
が
時
計

一
個
を
知
人
に
与
え
た
の
に
対
し
、

マ
ル
ハ
ン

(商
品
銘
柄
)
石
け
ん

一
箱

(七
〇
銭
)
と
手
ぬ
ぐ
い

一
す
じ
を
お
返
し

し
て
い
る
。

当
時
の
物
価
は
、
男
物
の
シ
ャ
ツ
一
円
二
〇
銭
、
草
履
三
円
、
靴

一
円
五
〇
銭
、

女
物
靴

一
円
二
〇
銭
、
時
計
七
円
五
〇
銭
、
植
木
鉢
三
個
二
円
、
女
物

一
重

の
伊
勢

崎
メ
イ
セ
ン

(絹
織
物
の

一
種
)
の
着
物
が

一
一
円
で
あ

っ
た
。

な
お
、
当
時
の
葬
式
は
火
葬
が
普
及
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
故
郷
を
離
れ
て
炭
坑

住
宅
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
だ
か
ら
、
近
く
に
自
分
た
ち
の
墓
地
は
な
い
。
火
葬
し

て
故
郷
の
墓
に
納
め
る
か
、
近
く
の
寺
に
あ
ず
け
る
か
で
あ

っ
た
。
知
人
が

「午
後

五
時
半
死
亡
、
そ
の
日
火
葬
」

の
文
字
が
見
え
る
。

四
年
の
暮
し
向
き
は
、
新
年
を
新
暦

で
祝

っ
て
い
る
が
、

一
月
二
七
日

(
日
)
友
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人
宅

で
餅

つ
き
が
あ
り
、
ま
た
、
他
人
の
友
人
と
二
人

で
酒

一
升
を
買

っ
て
飲
ん
で

い
て
、
旧
正
月
も
ま
だ
生
活

の
中

に
あ

っ
た
。
四
月

一
日
に
、
長
女
が
幼
稚
園

(明

治
鉱
業
が
設
立
し
て
い
た
)
に
入
学
し
て
、

一
〇
月

=
二
日

(日
)
に
運
動
会
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
市
郎
は
翌
年
早
々
新
年
の
贈
物
と
し
て
、
白
砂
糖
三
斤

(
一
斤
は
約

六
〇
〇
グ
ラ
ム
)
入
四
個
を
幼
稚
園
に
贈

っ
て
お
り
、
子

へ
の
愛
情
が
う
か
が
わ
れ

る
。
当
時

の
贈
答
に
砂
糖
の
箱
入
が

一
般
的
だ

っ
た
よ
う
で
、
同
時
に
炭
坑
内
の
二

人
に
贈

っ
て
い
る
が
、
二
斤
入
と
三
斤
入
り
で
あ

っ
た
。

「
家
前
の
表
札
作
」
の
記
述
が
あ
り
、
炭
坑
住
宅
の
長
屋
に
も
、
居
住
者
の
氏
名

を
し
る
し
た
表
札
を
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「北
海
道
大
谷
宅

ニ
テ
ボ
ン

サ
イ
カ
イ
あ
り
」
と
あ
る
。
ボ
ン
サ
イ
は
盆
栽

で
あ
り
、
北
海
道
は
都
道
府
県
の
そ

れ
で
は
な
く
、
炭
坑
住
宅
の
北
部
か
は
ず
れ

の
少
々
不
便
な
所
を
い
っ
た
。
炭
坑
住

宅
街
は
食
料
品
の
貸
借
な
ど
に
い
た
る
ま
で
、
相
互
扶
助

の
意
識
が
強
か
っ
た
が
、

そ
れ
が
極
貧
の
象
徴

の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
傾
向
も
あ
る
が
、
表
札
を
掲
げ
た

り
、
盆
栽

の
趣
味
を
語
り
あ

っ
た
り
、
暮
し

の
中
に
心
の
ゆ
と
り
を
持

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
、
冠
婚
葬
祭
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お

り
、
四
月
に
三
女
が
出
生
し
て
い
る
が
、

出
産
祝
い
を
数
多
く
の
人
か
ら
贈
ら
れ
て
い
る
。
品
物
と
し
て
は
布
が
多
く
、
モ
ス

(
モ
ス
リ
ン
の
略

で
メ
リ
ン
ス
と
も
い
い
、
地
が
薄
く
や
わ
ら
か

い
毛
織
物
)
や
ネ

ル
が
主
で
、
そ
の
返
礼
と
し
て
七
〇
銭

の
な

べ
を
二

一
人
に
お
く
っ
て
い
る
。
御
祝

い
の
品
の
中
に
ア
メ

一
箱
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
米

で
作
る
飴
を
食
べ
る
と
乳
が
よ

く
出
る
と
産
婦
に
よ
ろ
こ
ば
れ
て
い
た
。
な
お
、
組
内
か
ら
は
、

一
軒
五
〇
銭
ず

つ

の
御
祝
い
が
あ

っ
て
い
る
。
妻
は
五
月
に
直
方
市
の
多
賀
神
社
に
参
詣
し
て
お
り
、

母
子
は
健
康
と
幸
せ
を
祈
る

「
お
宮
参
り
」

で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
多
賀
神
社
が

「
タ

ガ
サ

マ
」
と
地
域
の
崇
敬
を
あ

つ
あ
て
い
た

の
が
、
田
川
地
域
ま
で
広
が

っ
て
い
た

の
が
知
れ
る
。
御
祝
い
は
、
初
正
月
の
こ
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
て
、
重
箱
に
ご
ち
そ

う
を

つ
め
、
そ
れ
に
反
物
や
着
物
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

不
幸
に
も
、

一
二
月
に
は
市
郎
の
父
が
死
去
し
て
お
り
、
そ
の
時
の
知
人
か
ら
の

御
仏
前
は
、

一
円
か
ら

一
円
五
〇
銭
で
あ

っ
た
。
仕
事
は
、

一
〇
日
間
休
業
し
て
い

て
、
初
七
日
、
二
た
七
日
、
三
七
日
、
四
七
日
、
三
十
五
日
、
四
十
九
日
の
法
事
は

仕
事
を
休
ん
で
す
ま
せ
、
翌
年
の

一
年
忌
も
き
ち
ん
と

つ
と
め
て
い
る
。

一
年
忌
の

出
費
は
五
円
で
あ
る
が
、
供
え
ら
れ
た
御
仏
前
は
、

一
円
五
〇
銭
や
五
〇
銭
の
外
に

ま
ん
じ

ゅ
う
五
〇
個
も
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
五
年

一
二
月
九
日

(
日
)
に

「
組

内
忘
年
会

一
円

(会
費
)
」
、
同
月
二
五
日
に

「
会
席
膳

一
〇
人
前
買
う

」
と
あ
り
、

近
所
や
親
戚
づ
き
あ
い
を
欠
か
さ
な
い
し
、
地
縁

・
血
縁
の
連
帯
を
重
く
見
た
生
活

意
識
が
う
か
が
え
る
。

四
年
の
盆
は
、
八
月

一
七
日
か
ら
三
日
間
で
、
供
物
に
は
、
親
戚
三
軒
に
燈
篭

一

対

一
円
七
〇
銭
の
も
の
、
知
人
に
は
家
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
最
も
多
く
供
え
た

の
は
、

一
軒
に
対
し
石
け
ん

一
箱

一
円
八
〇
銭
、
そ
う
め
ん
八
百
匁
七
二
銭
、
ろ
う

そ
く

一
五
銭
で
あ

っ
た
。
知
人
の
子
供
死
亡
で
香
典
に

一
円
を
包
み
、
知
人
の
入
院

見
舞
に

一
円
四
〇
銭
を
し
て
い
る
。
転
居
が
あ

っ
た
時
、
移

っ
た
組
内
各
軒
に
手
ぬ

ぐ
い

一
す
じ
ず

つ
配
ら
れ
た
り
、
収
入
に
対
す
る
交
際
費
の
支
出
の
割
合
は
大
き
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
年
の
商
品
の
値
段
は
、
万
年
筆
の
ペ
ン
先
が

一
円
四
〇
銭
、
男
物
角
帯
が
二

〇
銭
で
あ

っ
た
。
炭
坑
に
は
、
大
工
や
機
械

・
電
気
係
な
ど
多
種
の
技
術
を
持

っ
た

人
た
ち
が
い
た
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に
頼
ん
で
日
用
品
を
作

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ

り
、
下
足
箱
が
二
円
五
〇
銭
、
七
厘

(暖
房
用
)
台
が

一
円
で
で
き
て
い
る
。

ま
た
、
季
節
の
節
目
に
は
そ
れ
に
応
じ
た
家
事
を
し
て
お
り
、
九
月

一
五
日

(
日
)

に
は

「
シ
ョ
ウ
ジ

ハ
リ

(障
子
張
り
)
」
の
文
字
も
見
え
る
。
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五
年
も
、
元
日
は
新
旧
で
祝

っ
て
お
り
、
餅

つ
き
は
旧
正
月
に
む
け
て
の

一
月
二

六
日

(
日
)
に
二
斗

つ
い
て
、
米
代
は
五
円
八
〇
銭

で
あ

っ
た
。
当
時
は
食
物
の
種

類
が
少
な
い
時
代
で
、
餅
は
間
食
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
し
、
砂
糖
を
入
れ
た
カ

キ
モ
チ
や
細
か
く
切

っ
た
ア
ラ
レ
な
ど
各
種

の
も
の
が
作
ら
れ
て
い
た
。
炭
坑
住
宅

で
も
、
農
家
と
同
じ
よ
う
に
大
量
の
餅
と
が

つ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
年
も
、
交
際
費
支
出

の
記
事
が
多
く
、
親
戚
の
結
婚
祝

い
や
七
十

一
歳
賀
に

五
円
の
祝
儀
を
包
み
、
盆

(九
月

一
一
日
か
ら
)
は
近
親
者
に
は
五
円
、
他
の
親
戚

に
は

一
円
か
ら
二
円
の
御
仏
前
や
、
燈
篭

一
円
五
〇
銭
か
ら
二
円
の
も
の
を
供
え
て

い
る
。
知
人
初
盆
に
は
四
〇
銭
を
包
み
、
組
内
五
軒
に
そ
う
め
ん

一
箱
ず

つ
を
供
え

て
い
る
。
知
人

の
母
が
入
院
し
た
時
は

一
円
五
銭
を
見
舞
し
て
い
る
が
、
市
郎
が
左

手
負
傷
休
業
し
た
時
は

一
円
程
度

の
見
舞
を
受
け
、
そ
の
内
容
は
菓
子

・
卵

・
魚
で

あ

っ
た
。
ま
た
、
組
内

の

一
人
が
信
和
会
員

に
な

っ
た
祝
い
に
、
酒

一
升
代

一
円

一

〇
銭
を
贈

っ
て
い
る
が
、
多
分
、
正
式
採
用

に
な

っ
た
御
祝
い
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
年

の
記
事

の
特
徴
に
、
炭
坑
主
催
の
演
芸
や
ス
ポ
ー
ツ
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

四
月

=
二
日

(
日
)
か
ら
毎
日
曜
日
に
、

一
坑
集
会
所
で
芝
居

・
浪
花
節
や
活
動

(映
画
の
こ
と
)
が
お
こ
な
わ
れ
、
六
月
二
九

日

(
日
)
に
野
球
大
会
、
八
月
三
日

(
日
)
の
豊
国
二
坑
か
ら
八
月

一
七
日

(
日
)
に
安
川
全
部

(
明
治
鉱
業
系
)

の
野

球
大
会
も
あ

っ
て
い
る
。

『
日
誌
』
に
は
な

い
が
、
六
月

一
日

(
日
)
に
は
豊
国
鉱

の
陸
上
競
技
大
会
も
あ

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
事
は
、
当
時
石
炭
業
界
不
況
で
人

員
整
理
を
お
こ
な
う
炭
坑
が
あ

っ
た
り
、
女
子
入
坑
禁
止
に
よ
る
収
入
減
に
対
す
る

不
安
や
不
満
解
消

へ
の
、
会
社
側
労
務
対
策

の

一
環
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
中

で
、
五
月
三
日

(土
)

「宮
床

・
糒

(当
地
の
地
名
)
ジ
ン
ジ

(祭
り
の
こ

と
)
」
、
五
月
三
〇
日

(金
)

「田
川
座

(
現
田
川
郡
糸
田
町
宮
川
に
あ

っ
た
)
で

春
野
ユ
リ
子
花
野
節
代
六
〇
銭
」
、
七
月
四
日

(
日
)

「
ミ
ノ
シ
マ

(現
行
橋
市
蓑

島
)
海
水
浴
に
行
ク
」
と
あ

っ
て
、
家
族
で
祭
礼
や
餘
暇
を
楽
し
む
こ
と
も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

な
お
、

一
一
月
三
日
の
明
治
節
に

「
大
運
動
会
」
と
あ
り
、
小
学
校
の
運
動
会
と

思
わ
れ
、
当
時
の
運
動
会
は

一
〇
月
下
旬
か
ら
朝
夕
冷
ん
や
り
と
す
る
頃
開
か
れ
て

お
り
、
父
母
縁
者
は
酒
や
ご
ち
そ
う
持
ち
込
み
で
楽
し
ん
で
い
た
。

=

月
九

日

(
日
)
に
は
炭
坑
の
山
の
神
祭
り
が
あ

っ
て
い
る
。
家
庭
内
で
は
、

ペ
ン
チ
を

一
円

六
〇
銭
、
植
木

ハ
サ
ミ
を
五
〇
銭
で
買

っ
て
い
て
、
市
郎
の
盆
栽
趣
味
は
続
い
て
い

た
。六

年
は

一
月
二
四
日
に
平
山
鉱
に
移

っ
て
い
る
が
、
こ
の
年
の
新
年
は
三
日
間
仕

事
を
休
ん
で
、
年
賀
状
を
九
人
に
出
し
て
い
る
。
翌
七
年
は
三
〇
人
に
出
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
頃
は
年
賀
状
が

一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
年
は
新
旧
で
祝

っ
て
い
る
。
餅

つ
き
は
、
こ
こ
で
も
旧
正
月
の
た
め
に
二
月

一

日

(日
)
共
同
で
つ
い
て
お
り
、
三
斗

つ
い
て

一
升
が

一
八
銭
で
あ

っ
た
。
前
年
が

一
升
二
九
銭
だ

っ
た
の
で
、
前
述
の
よ
う
に
米
価
暴
落
に
よ

っ
て
農
民
が
苦
し
ん
だ

状
況
が
わ
か
る
。
旧
正
月
に
つ
い
て
は
、
翌
七
年
二
月
七
日
に

「
旧
正
月
日
出
度
其

日
を
過
す
」
と
あ

っ
て
、
以
後
記
事
が
な
い
の
で
、
政
府
主
導
の
新
生
活
運
動
な
ど

で
、
次
第
に
新
暦

一
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
月

一
八
日

(
日
)
に
、

「無
人
金

(無
尽
の
こ
と
で
頼
母
子
講
と
も
い
っ
た
)

一
六
円
七
〇
銭
受
取
り
」
と
あ
り
、
炭
坑
住
宅
内
で
も
無
尽
が
あ

っ
て
い
た
。
四
年

に
は
、
時
計
講

(時
計
を
買
う
目
的
に
掛
け
る
)
の
記
録
が
あ
り
、
五
月
か
ら

一
〇

回
掛
け
で

一
〇
月
に
終

っ
て
お
り
、
最
初
は

一
円
四
〇
銭
掛
け
、
市
郎
は
六
回
目
に

当

っ
て
金
を
受
取
り

(金
額
不
明
)
次
回
か
ら

一
円
五
〇
銭
ず

つ
掛
け
て
、
最
終
回

の

一
〇
数
日
後
に
五
円
を
大
番
に
渡
し
て
終
わ

っ
て
い
る
。

平
山
鉱
で
も
、
近
所
づ
き
あ
い
は
豊
国
鉱
の
時
と
か
わ
ら
ず
、
知
人
の
子
供
の
葬
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式
の
香
典
は

一
円
で
、
組
内
の
場
合
は
各
軒
米

一
升
と
二
〇
銭
を
出
し
て
い
る
。
知

人

の
出
産
後
ま
も
な
い
子
供
の
死
亡
に
は
五
〇
銭
の
香
典
で
あ

っ
た
。
市
郎
が
六
月

に
負
傷
し
た
時
に
は
、
見
舞
い
に
金
銭
で
は

一
円
五
〇
銭
、
二
〇
人
か
ら
品
物
が
贈

ら
れ
て
卵
が

一
五
か
ら
二
〇
個
、
菓
子
、
砂
糖
が
主
で
あ
る
が
、
魚
や
サ
イ
ダ
ー
も

見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
翌
七
年
に
は
、
リ
ン
ゴ

の
名
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
筑
豊

で
は
リ
ン
ゴ
は
ま
だ
貴
重
な
果
物
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
知
人
が
軍
隊

に

入
営
す
る
時

の
御
祝
い
に
は
、

一
円
五
〇
銭
を
贈

っ
て
い
る
。

友
人
と
の
つ
き
あ
い
に
は
、
三
人
で
酒

一
升
飲
ん
だ
り
、
映
画
を
見
に
行

っ
た
り

し
て
お
り
、
三
月
二
二
日
に
は

「飯
塚
競
馬

ア
リ
」

(現
穂
波
町
秋
松
に
競
馬
場
が

あ

っ
た
)
と
記
し
て
い
る
が
、
行

っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
炭
坑
主
催
の
も

の
で
は
九
月

=
二
日
に
相
撲
大
会
が
あ

っ
て
い
る
。

家
族
の
こ
と
は
、
六
年
の
盆

(
ま
だ
旧
暦

で
し
て
い
て
八
月
二
六
日
か
ら
)
に
は
、

郷
里
の
寺
に
父
の
遺
骨
を
納
め
に
行
き
、
そ
こ
で

一
円
を
包
ん
で
い
る
。
七
年

一
〇

月
二
日

(
日
)
に
は
、
子
供
が
通

っ
て
い
る
碓
井
小
学
校
の
運
動
会
が
あ

っ
て
、
こ

こ
で
も

一
円
の
寸
志
を
出
し
、
同
年
五
月
に
は
同
校
教
員
の
校
葬
が
あ

っ
て
香
典

一

円
を
供
え
、
学
校
関
係
で
も
慶
弔
の
意
を
表

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
九
年
三
月
四
日

(
日
)
に
は
、
飯
塚
で
日
光
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
子
供
と

一
緒
に
観
覧

に

出
か
け
て
い
る
。
た
ま
の
休
み
に
は
、
何
か
の
催
し
物
が
あ
れ
ば
子
供
と

一
緒
に
出

か
け
て
過
す
姿
は
、
昔
も
今
も
か
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。

2

・
昭
和

一
〇
年
代

『
日
誌
』
は
九
年
か
ら
途
絶
え
る
が
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
七
月
の
翌
月
に
明

治
鉱
に
移

っ
て
、
再
び
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、
二
〇
年
八
月
の
敗
戦

ま
で
、
戦
時
態
勢
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
き

、
燈
火
管
制
や
食
料

・
衣
料
品
な
ど
の

配
給
、
出
征
や
戦
死
の
記
事
が
増
え
て
く
る
。
日
本
国
民
に
と

っ
て
暗
く
苦
し
い
時

代
で
あ

っ
た
。

一
二
年
は
、
日
中
戦
争
が
始
ま

っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
出
征
の
文
字
が
多
く
な

っ

頴田町勢田明治抗の旧明治鉱業所事務所。(昭 和五十六年十二月撮影)
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て
五
人
の
名
前
が
あ
り
、
そ
の
内
二
人
に
対
し

て

一
円
の
餞
別
を
贈

っ
て
い
る
。
そ

の

一
人
は
近
親
者
で
、

一
円
の
餞
別

の
外
に
、

一
円
七
〇
銭
の
旗

一
本
と

一
円
の
土

産
品
を
加
え
て
い
る
。
旗
に
は

「
祝
出
征
○
○
君
」
と
書
か
れ
、
家
を
出
る
時
に
近

親
者
に
持
た
れ
、
日
の
丸
の
旗
を
持

っ
た
近
隣

の
人
た
ち
に
よ
る
盛
大
な
見
送
り
が

あ

っ
て
い
た
。
こ
れ
も
、
戦
争
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
次
第
に
簡
素
に
な

っ
て

い

っ
た
。

こ
の
年
に
は
、
炭
坑
の
売
店

(
日
用
品
店
)
は
配
給
所
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ

で
の
米

一
斗

の
値
段
が
三
円
七
銭
で
あ

っ
た
。
他
に
こ
の
年
の
値
段
は
、
シ
ャ
ツ

一

円
二
〇
銭
、
散
髪
代
三
〇
銭
、
下
駄
九
〇
銭
、
下
駄
の
緒
三
〇
銭
、
火
鉢
七
〇
円
、

長
女
の
袴
代
が
八
円
五
〇
銭
で
あ

っ
た
。
な
お
、
暮
の

一
二
月
二
〇
日
に
講
金
二
〇

円
を
受
取

っ
て
い
る
。
年
末
を
越
す
た
め
に
ま
と
ま

っ
た
金
が
必
要
だ

っ
た
の
だ
ろ

う
。=

二
年
は
、
年
賀
状
を

=
二
人

に
出
し
、
餅

つ
き
は
前
年

の

一
二
月
二
七
日
に
し

て
お
り
、

一
月

=
二
日
は

「
旧
正
月
に
当
る
」
だ
け
で
、
こ
の
頃
に
は
新
年
の
祝
い

が
新
暦
に
ま
と
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

子
供
の
学
校
関
係
記
事
も
見
ら
れ
、
六
月
中
旬
に
は
修
学
旅
行
が
あ

っ
て
、
長
女

が
阿
蘇

・
別
府

・
小
倉
に
行
き
五
円
、
次
女
は
小
倉

・
長
府

(下
関
市
)
で

一
円
六

〇
銭
か
か

っ
て
い
る
。
九
月
二
五
日
は
穎
田
小
学
校
大
運
動
会
、

一
二
月
四
日
は
学

校
学
芸
会
な
ど
と
学
校
関
係
の
記
事
が
ふ
え
て
き
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
子
供
の
教
育

へ
の
関
心
が
増
し
て
き
た
親
心
が
察
し
ら
れ
る
。

交
際
に
つ
い
て
は
、
組
内
の
世
帯
主
母
死
亡

に

一
軒
六
〇
銭
ず

つ
、
病
気
見
舞
に

五
〇
銭
ず

つ
を
出
し
て
い
る
。
郷
里
田
主
丸
の
近
親
者
母
の
葬
式
に
五
円
、
初
盆
に

は
三
円
を
出
し
て
お
り
、
知
人
関
係
の
初
盆
に
は
五
〇
銭
か
ら

一
円
五
〇
銭
で
あ

っ

た
。

こ
の
年
の
品
物
の
価
格
は
、
海
軍
ナ
イ
フ
四
〇
銭
、
水
が
め
二
円
七
〇
銭
、
子
供

用
自
転
車
が
四
円
二
〇
銭
で
あ

っ
た
。

一
〇
月
四
日
に

「
柳
橋
灸
ス
エ
行
キ
」
と
あ

る
が
、
柳
橋
と
は
現
飯
塚
市

で
、
当
時
灸

の
治
療

で
知
ら
れ
て
い
る
家
が
あ

っ
た
。

ま
た
、
六
月
に

「今
村
様
よ
り
ツ
ツ
ジ

一
個
来
る
。
四
円
六
〇
銭
で
売
る
」
と
あ
り
、

趣
味
に
し
て
い
た
盆
栽
に
関
す
る
記
事
と
思
わ
れ
る
。

一
四
年
は
、

「
元
旦
ニ
テ
目
出
度
シ
」
で
始
ま
る
が
、
二
日
か
ら
出
勤
し
て
、
四

日
に
は

「本
日
出
勤
者
五
〇
銭
賞
与
」
と
あ
る
。
大
陸

の
戦
争
が
深
み
に
は
ま
る
に

し
た
が
い
、
会
社
も
増
産
に
従
業
員
を
か
り
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
六

日
に
は
近
親
者
が
戦
地
か
ら
帰
還
し
て
、
退
営
の
電
報
が
入
る
朗
報
も
あ

っ
た
。
四

月

一
日

(火
)
に
は
、
組
内
懇
親
会
の

「
花
見
」
が
あ

っ
て

一
円
九
銭
と
米

一
升
を

出
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
も
、
花
見
で
上
役
と
思
わ
れ
る
人
か
ら
大
工
や
日
役
が
呼

ば
れ
て
い
る
。
同
じ
四
月
二

一
日
に
は
節
句
の
餅

つ
き
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
翌

日
が
旧
暦
三
月
三
日
で
、
三
月
の
雛
祭
り
を
旧
暦
で
祝

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
盆
も

八
月
二
七
日
か
ら
で
、
初
盆
に

一
円
か
ら
三
円
を
包
ん
で
お
り
、
ま
だ
旧
暦

の
慣
行

も
残

っ
て
い
た
。

一
〇
月

一
五
日

(
日
)
は
、
炭
坑
の
山
の
神
の
祭
り
に
、
上
役
と

思
わ
れ
る
人
に
呼
ば
れ
て
酒
宴
が
あ
り
、
酒

一
升
を
持

っ
て
い
っ
て
い
る
。
炭
坑
住

宅
内
で
は
、
機
会
が
あ
る
ご
と
に
知
人
や
同
じ
職
場
の
人
た
ち
が
寄
り
合

っ
て
楽
し

み
、
明
日
へ
の
活
力
を
養

っ
た
の
で
あ
る
。

季
節
の
行
事
に
、
七
月
二
五
日

「
大
掃
除
ス
」
と
あ
り
、
梅
雨
あ
け
に
は
行
政
の

指
導
も
あ

っ
て
、
畳
を
屋
外
に
出
し
て
干
し
、
大
掃
除
を
し
て
役
場
か
ら
の
検
査
も

あ

っ
て
い
た
。

学
校
関
係
は
、
長
女
の
卒
業
前
の
進
路
指
導
も
あ

っ
た
ろ
う
、
二
月
六
日
に
小
学

校
高
等
科
の
父
兄
会
が
、
同
二

一
日
に
は
先
生
た
ち
が
炭
坑
の
集
会
所
に
来
て
お
り
、

三
月
二
〇
日
に
長
女

・
次
女

の
卒
業
式
が
あ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
女
の
小
運
動
会
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が
九
月

一
九
日

(火
)
に
、
大
運
動
会
が
同
月

二
四
日

(
日
)
に
あ

っ
て
い
る
。
二

四
日
に
は
、
家
族
で
応
援
に
出
か
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
の
価
格
は
、
ズ
ボ
ン
の
バ
ン
ド

(
ベ

ル
ト
)
が
三
五
銭
、
出
刃
包
丁
五
〇

銭
、
草
履
七
〇
銭
、
長
女
の
認
印
を
山
梨
県
か
ら
買

っ
て
い
て
代
金
八
〇
銭
、
送
料

二
〇
銭
、
二
女
の
戦
闘
帽
九
五
銭
で
あ
る
。

一
〇
歳
代
前
半
の
女
子
に
軍
隊
的
な
帽

子
を
か
ぶ
ら
せ
る
よ
う
に
、
戦
時
色
が
濃
厚
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
カ
ン

帽

一
円
二
〇
銭
、
ア
サ
ヒ

(商
品
銘
柄
)
地
下
タ
ビ
大
き
さ

一
〇
文
三
分

(
一
文
は

二
・四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)

一
円

一
五
銭
、
ア
ル
ミ
二
ユ
ー
ム
の
中
な

べ

一
円
七
七
銭

で
あ

っ
た
。
高
価
な
も
の
は
、
せ
い
ろ
う
三
段

で
五
円
、
冬
服

一
五
円
、
金
時
計
を

三
二
円
で
売

っ
て
、
夏
物

の
着
物
上
着
下
着
と
ジ

ュ
バ
ン
代
三
一二
円
五
〇
銭
を
出
し

て
い
る
。
こ
の
頃
、
妻
が
頴
田
町
の
小
峠
炭
坑

で
働
い
て
、
六
月
に
は

=
二
円
三
五

銭
の
手
取
り
収
入
が
あ

っ
て
い
る
が
、
親
戚
か
ら
の
借
金
を

一
五
円
払

っ
た
り
、
家

計
の
や
り
く
り
も
大
変
だ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
年
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
七
月
に
国
民
徴
用
令
が
公
布
さ
れ
、
朝
鮮
人
の

強
制
連
行
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
二
月

=
二
日
に

「半
島
人

四
坑
入
坑

ス
」
の
記
事

に
始
ま
り
、
翌

一
五
年
五
月
に

「
半
島
人
」
の
負
傷
、
五
月

三
日
二
坑
で
、

一
六
年
五
月
二
三
日
に
昇
坑
中
捲
函
で
の
死
亡
事
故
を
書
い
て
い
る
。

一
五
年
は
、
正
月
の
餅

つ
き
を
前
年

一
二
月

二
八
日
に
し
て
二
斗
二
升
つ
い
て
い

る
。

一
月
三
日
は
、
直
方
市
多
賀
神
社
に

一
家

で
参
拝
し
て
、
そ
の
日
は

「煙
草
禁

ス
」
と
書

い
て
い
る
が
、
禁
煙
は
い
つ
の
世
も
固
い
意
志
を
必
要
と
し
た
よ
う
で
あ

る
。近

所
付
き
合

い
で
は
、
組
内
の
支
出
は
、
二
人
の
出
征
に

一
人
は

一
〇
銭
、
他
は

二
〇
銭
を
、
出
産
に
は

一
〇
銭
、
世
帯
主
の
病
気
見
舞
に
二
〇
銭
を
出
し
、
快
気
祝

い
に
呼
ば
れ
た
時
に

一
円
を
出
し
て
い
る
。
知
人
が
自
転
車
で
負
傷
し
た
時
は
飴
二

円
分
を
見
舞
し
、
別
の
知
人
の
次
女
が
自
動
車
事
故
で
死
亡
し
た
時
は
、
香
典

一
円

を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
年
四
月
に
、
米

・
み
そ

・
し
よ
う
油

・
塩

・
砂
糖

・
マ
ッ
チ

・
木
炭
な
ど

一

〇
品
目
の
購
入
に
切
符
制
が
採
用
さ
れ
、

一
二
月

一
〇
日
に

「
サ
ト

(砂
糖
)
配
給

一
人
五
〇
匁
」
の
記
事
が
あ
り
、
以
後
配
給
の
字
が
多
く
な
る
。

=

月
四
日
に
は

一
〇
円
の
債
券
を
受
け
取

っ
て
い
る
が
、
払
い
込
み
金
額
は
九
円
五
八
銭
九
厘
で
、

愛
国
債
券
と
か
国
防
債
券
と
い
っ
て
強
制
的
に
国
民
に
買
わ
せ
、
敗
戦

で
無
価
値
な

も
の
に
な
る
。
こ
の
支
出
の
反
面
、
知
人
や
親
戚
か
ら

一
〇
円
と
か

一
五
円
を
借
金

を
し
て
い
る
。
戦
争
激
化
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
生
活
状
態
は
、
炭
坑
に

働
ら
く
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
庶
民
全
般
に
も
ひ
ろ
が

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
年
の
価
格
は
、
ほ
う
き
が

一
円
二
五
銭
、
靴
修
繕
二
足

で

一
円

一
〇
銭
、
女

物
万
年
筆
や
男
帯
が
二
円
五
〇
銭
、
下
駄
四
円
五
〇
銭
、

コ
ー
ル
テ
ン

(毛
織
物
の

一
種
、
ウ
ネ
状
の
す
じ
を
織
り
出
し
た
ビ
ロ
ー
ド
)
の
ズ
ボ
ン
が
五
円
七
五
銭
で
あ
っ

た
。一

六
年

一
月
四
日
、
家
族
そ
ろ
っ
て
大
吉
座

(現
飯
塚
市
目
尾
穂
波
端
に
あ

っ
た
)

に
行

っ
て
演
劇
を
楽
し
み
、
同
六
日
に
は
組
内
集
ま

っ
て
宴
会
が
あ
り
、
各
軒
酒
代

は
八
〇
銭

で
あ

っ
た
。
贈
り
も
の
に
は
、
出
征
は
、
知
人
に

一
円
、
田
主
丸
の
親
戚

に
三
円
、
同
じ
職
場
と
思
わ
れ
る
人
が
、
少
年
兵
に
志
願
し
て
入
隊
す
る
時

に
五
円

の
餞
別
を
送

っ
た
。
知
人
の
結
婚
祝
儀
に
二
円
、
知
人
の
子
供
死
亡

に
は
、

一
円
の

香
典
を
あ
げ
た
。

一
〇
月
二
六
日
か
ら
の
市
郎

へ
の
病
気
見
舞
に
は
、
新
し
く
ミ
カ

ン
や
リ
ン
ゴ
の
名
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

配
給
の
こ
と
で
は
、
四
月

一
七
日
に

「
タ
バ
コ
来
る
次
五
月
四
日
」
と
あ

っ
て
、

次
回

へ
の
待
ち
遠
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
九
月
二
六
日
に
は

「
タ
オ
ル

・
砂
糖
配
給
」

と
、
朝
、
顔
を
洗

い
、
夜
、
風
呂
に
入
る
の
さ
え
気
を
使
う
時
代

に
な

っ
た
の
で
あ
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る
。
八
月
二
七
日
に
は
、
田
主
丸
に
借
用
返
金

四
〇
円
、
米
利
子
代

一
〇
円
、
内
容

は
不
明
だ
が
産
物

一
二
円
と
あ
る
。

一
〇
月

一
九
日
に
、
故
郷
の
亀
王

(
現
田
主
丸

町
)
か
ら
米

一
斗
五
升
を
買

っ
て
い
る
の
で
、
産
物
代
は
、
穀
物
な
ど
の
支
払
い
金

で
あ
ろ
う
。
米
穀
配
給
制
度
で
食
糧
不
足
に
な
り
、
縁
故
の
農
家
を
頼

っ
て
、
米
を

買
う
傾
向
が
出

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
使
徒
不
明
だ
が
、

「
愛
貯
三

(
円
)
下

し
」
の
記
事
が
あ

っ
た
り
、
妻
と
共
か
せ
ぎ
で
あ

っ
て
も
、
家
計
の
や
り
く
り
は
、

い
つ
の
世
も
同
じ
と
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
年
の
価
格
は
、
線
香
五
銭
、
ろ
う
そ
く
五
分
が
五
四
銭
、

コ
ク
ヨ

(商
品
銘

柄
)
の
便
せ
ん
が
三
〇
銭
、
仕
事
用
草
履

一
円

二
〇
銭
、
提
灯

一
円
五
〇
銭
、
モ
ン

キ
ー
ス
パ
ナ
二
円
五
〇
銭
、
配
給
所
で
買

っ
た
服
が

一
〇
円
五
〇
銭
、
小
学
校
六
年

三
女
の
長
靴
五
円
で
服
が

一
五
円
五
〇
銭
で
あ

っ
た
。
な
お
、
応
接
台
を
三
〇
円
で

注
文
し
て
内
金
に

一
〇
円
を
入
れ
て
い
る
。

行
政
は
衛
生
面
に
力
を
入
れ
て
い
た
よ
う
で
、
七
月
二
四
日
に
大
掃
除
を
し
て
、

二
七
日

(
日
)
に
検
査
を
受
け
て
い
る
。
と
は
い
え
、
二
日
と
も
甲
方
で
出
勤
し
た

あ
と
の
作
業
で
あ
り
、
狭
い
長
屋
の
炭
坑
住
宅
と
は
い
え
、
疲
労
を
い
と
わ
ず
完
了

し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
七
年
は
、
国
民
の
間
に
太
平
洋
戦
争
緒
戦

の
勝
利
に
酔

っ
た
気
分
が
広
が

っ
た

が
、
庶
民
生
活
は
益
々
困
窮
の
度
を
加
え
て
い

っ
た
。
そ
の
事
実
が
、
配
給
の
事
項

が
急
増
す
る
こ
と
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
前
年

一
二
月
三
〇
日
に

餅

つ
き
を
し
て
、
五
升
を

つ
い
て
い
る
。

配
給
の
こ
と
を
追
う
と
、
政
府
は

一
月
に
塩

の
通
帳
制
、
二
月
に
み
そ

・
し
ょ
う

油

・
衣
料
切
符
制
を
実
施
し
、
さ
ら
に
五
月

に
は
、
金
属
の
強
制
供
出
を
始
め
た
。

『
日
誌
』
に
は
、
四
月
に
炭
坑
な
ど
重
要
産
業
従
事
者
に
与
え
る
、
米
の
特
配
を
二

合
五
勺
受
け
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
六
月
に
近
く
の
農
家
か
ら

「麦
二
升
を
い
た

だ
く
」
と
、
食
糧

の
食
い
つ
な
ぎ
に
腐
心
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
酒
は
、

六
月
三
日
六
合
、
同
一
三

日
五
合
に
次
い
で
、
二
〇
日
、
二
七

日
、
七
月

一
九
日
、

二
六
日
、
八
月

一
日
、
九
月
五
日
、

一
九
日
、
し
ば
ら
く
お
い
て

一
一
月
二
二
日
に

各
五
合
と
、
矢
継
早
や
に
配
給
し
て
い
る
。
こ
の
年
は
、
六
月
五
日
ミ
ッ
ド
ウ

ェ
ー

海
戦
に
敗
れ
て
、
次
第
に
戦
況
が
不
利
に
な
る
。
政
府
は
、
炭
坑
労
働
者
に
も
酒
な

ど
の
特
配
を
与
え
な
が
ら
、
戦
争
遂
行
の
意
識
高
揚
を
図

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

他
に
、
六
月
に
軍
手

(手
袋
)
と
石
け
ん
家
族

一
人
当
り

一
個
、
砂
糖

一
人
六
五
匁

の

一
〇
銭
五
厘
、
菓
子

一
人

=
二
銭
、
ト
ウ
イ
モ

一
人
五
〇
〇
匁
で
三
銭
、

マ
ッ
チ

徳
用

(大
箱
)

一
家
族

一
個
、

一
一
月
に
は
半
ズ
ボ
ン
と
軍
足

(靴
下
)
が
配
給
さ

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
食
糧
不
足
の

一
助
に
と
、
空

い
た
土
地
は
畠
に
さ
れ
て
い
き
、
三
月
二

〇
日
に
カ
イ
モ

(里
イ
モ
)
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、

マ
メ
を
、
五
月

一
日
に
ナ
ス
、
カ
ボ

チ
ャ
、

ヘ
チ
マ
、
ウ
リ
を
植
え
て
い
る
。

付
き
合
い
関
係
で
は
、
知
人

の
出
産
祝
い
に
三
円
を
贈
り
、
同
人
に
組
内
は

一
軒

二
〇
銭
ず

つ
を
集
め
て
い
る
。
炭
坑
住
宅
か
ら
近
く
の
頴
田
町
勢
田
の

一
般
住
宅
に

転
居
し
た
人
に
饒
別

一
円
を
贈
り
、
盆
休
み
は
八
月

一
四
日
の
新
暦
で
お
こ
な
わ
れ

て
お
り
、
初
盆
の
家
に
は
、
九
軒
に

一
円
か
ら
五
円
の
御
仏
前
を
供
え
て
い
る
。

戦
争
が
激
し
く
な
る
中
で
、
行
政
側
か
ら
の
衛
生
面
の
指
導
も
強
化
さ
れ
た
よ
う

で
、
六
月
四
日

「
チ
ビ
ス

(
チ
フ
ス
)
」
の
予
防
注
射
が
、
七
月
二
六
日
に
は
大
掃

除
が
あ
っ
て
い
る
。
六
月

一
四
日
に
は
、

「
常
会
」
の
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
五

年
九
月
に
発
足
し
た
隣
組
制
度
に
よ
る
定
期
的
な
集
会
で
あ
り
、
炭
坑
住
宅
で
も
、

こ
の
制
度
が
定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
会

で
は
や
が
て
、
東
方
遙
拝
の
後
、

「大
東
亜
戦
争
」
宣
戦

の
詔
書
が
読
み
あ
げ
ら
れ
て
、
議
事
が
進
め
ら
れ
て
る
よ
う

に
な

っ
た
。
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家
族
の
こ
と
で
は
、
三
女
が
嘉
穂
高
等
女
学
校

(現
嘉
穂
東
高
校
)
、
四
女
が
頴

田
国
民
学
校

(
一
六
年
三
月

一
日
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
国
民
学
校
と
改
称
)
に
入

学
し
て
い
る
。
学
校
教
育
も
戦
時
色
が
濃
厚

に
な
り
、
嘉
穂
高
女
で
は
五
月
二
一一百

、

現
筑
穂
町
内
野
ま
で
の
四
〇
キ
ロ
行
軍
が
あ

り
、
六
月
に
は
、
働
き
手
が
兵
隊
や
軍

需
産
業
に
と
ら
れ
た
人
手
不
足
の
農
家
に
、
麦
刈
り
の
加
勢
に
出
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
当
時
中
等
学
校
共
通
の
行
事
で
、
男
子

の
中
学
校
で
も

一
二
里
行
軍
と
い
っ
て
、

夜
間
約
五
〇
キ

ロ
を
歩
い
て
い
た
し
、
農
作
業

に
も
出
て
い
た
。

四
女
の
入
学
に
は
、
教
科
書
代

一
円
三
銭

、
制
服
代
五
円
九
〇
銭

(切
符

一
七
点
。

当
時
糸

一
点
、
タ
オ
ル
三
点
)
か
か

っ
て
い
る
。
水
筒
代
二
円
二
〇
銭
の
記
事
も
あ

り
、
そ
の
頃
市
郎
は
傷
病
手
当
を
受
け
る
休
業
期
間
だ

っ
た
の
で
、
家
計
は
楽
で
は

な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
に
、

一
二
月

一
一
日
長
女
文
子
が
死
亡
す
る
不

幸
に
襲
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
年

の
価
格
は
、
丸
善

(商
品
銘
柄
)

イ
ン
ク
三
〇
銭
、
ほ
う
き

一
円
八
〇
銭
、

帽
子
二
円
、
シ
ャ
ツ
二
円
二
〇
銭

(切
符
六
点
)
、
女
物
洋
傘
三
円
六
〇
銭
、
女
物

オ
!
バ
ー
三
〇
円
、
ス
イ
ス
製

一
〇
石
の
時
計
が
二
〇
円
で
あ

っ
た
。

一
八
年
は
、
配
給
の
記
事
が
増
し
、
食
糧
や

日
用
品
不
足
に
よ
る
庶
民
生
活
の
圧

迫
が
、
数
字
か
ら
も
伝
わ

っ
て
く
る
。
米
の
配
給
記
事
は
、
四
合
が
五
銭
と
二
升
の

二
回
だ
け
だ
が
、

「
香
春
行
、
米
四
升
」
や
知
人
か
ら
七
升
受
け
と

っ
た
り
、
田
主

丸
で
三
升
わ
け
て
も
ら

っ
て
い
る
。
田
主
丸
か
ら
は
ト
ウ
イ
モ
を
わ
け
て
も
ら
い
、

そ
の
代
金
に
五
円
を
送

っ
て
い
る
。
三
月
か
ら
四
月
初
に
か
け
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を

植
え
、
カ
ボ
チ
ャ
や
コ
シ
ョ
ウ
の
種
ま
き
を
し

て
お
り
、
食
糧

の
調
達
に
苦
心
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

他
の
配
給
品
は
、
砂
糖
が

一
人
四
五
匁
と
七
五
匁
、
塩
、
し
ょ
う
油

一
人
二
合
が

二
回
の
他
に
特
配

一
回
、
チ
キ

ュ
ウ
ダ

マ
と

い
う
菓
子
が

一
人

一
二
銭
分
、
イ
リ
コ
、

キ
ナ
コ

一
四
銭
と
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
品
物
ま
で
に
及
ん
だ
。
シ
ャ
ツ
、

ハ
ン
カ
チ

四
枚
八
〇
銭

(八
点
)
、
足
袋
、
サ
シ
メ
ン
ワ
タ
、

マ
ッ
チ
、
石
け
ん
に
至

っ
て
は

一
人
半
分
と
少
量
に
な
り
、
炭
坑
内
で
も
ガ
ラ

(石
炭
を
む
し
焼
き
に
し
た
も
の
)

ま
で
配
給
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

酒
類
は
、
ビ
ー
ル

一
本
と
二
本
が
各

一
回
、

一
本
九
〇
銭
で
、
し
ょ
う
ち
ゅ
う
三

合
二
回
、
酒
は
二
合
二
回
、
三
合

一
回
、
五
合
六
回
あ

っ
て
、
五
合
の
値
段
が
四
月

一
二
日

一
円

一
〇
銭
、
同
月

一
九
日

一
円

一
六
銭
、
さ
ら
に
二
八
日
は

一
円
七
五
銭

明治鉱住宅内の共同井戸。飲料水に使い、あと一か所あった。

(昭和五十七年十二月撮影)

と
値
上
り
し
て
い
る
。

こ
の
年
の

一
月

一
七
日

に
煙
草
の
値
上
げ
が
あ

り
、
大
衆
品
両
切
煙
草

の
光

(
一
〇
本
入
)
が

一
八
銭
か
ら
三
〇
銭
、

金
鶏

(
一
〇
本
入
)

一

〇
銭
が

一
五
銭

に
、

そ

の
時
の
最
高
級
品
、
葉

巻

の
グ

ロ
リ
ア

(
二
五

本
入
)
五
〇
円
が

一
二

五
円
に
あ
が

っ
て
い
る
。

戦
後
の
狂
乱
イ
ン
フ
レ
ー

シ

ョ
ン
が
し
の
び
よ

っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

付
き
合

い
関
係
の
記

事
は
減

っ
て
、
知
人
宅
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の
葬
式
に

一
円
五
〇
銭
を
出
し
、
出
征
に
は
知
人
に
五
円
、
労
務
係
に
は
五
〇
銭
を

餞
別

し
、
係
員
の
甲
社
宅
転
居
に
は
妻
が
加
勢

に
行

っ
て
い
る
。

こ
の
年
の
価
格
は
、
仁
丹

一
円
、
洗
面
用
桶
二
円
、
戦
闘
帽
が
二
円
八
〇
銭
で
あ

っ

た
。一

九
年
は
、
七
月
に
サ
イ
パ
ン
島
守
備
隊
が
全
滅
し
、
東
条
英
機
内
閣
が
総
辞
職

す
る
事
態

に
な
り
、
八
月
に
は
閣
議
で

コ

億
総
武
装
」
が
決
定
さ
れ
て
、
民
間
人

も
竹
槍
訓
練
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
食
糧
品
で
は
家
庭
用
砂
糖
の
配
給
が
停

止
に
な

っ
た
。

配
給
の
記
事
は
前
年
よ
り
減

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
配
給
が
日
常
化
し
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
七
月
に
酒
四
合
と
し
ょ
う
油

一
升
を
交
換
し
た
り
、
筑
後
に
行

っ
て
麦
六

升
と
小
麦
五
〇
〇
匁
を
わ
け
て
も
ら
い
、
郷
里
の
亀
王
か
ら
サ
ト
イ
モ
や
ト
ウ
イ
モ

を
受
け
取

っ
て
い
る
。
自
分
で
も
、
四
月
に
サ
ト
イ
モ
を
植
え
、
ゴ
ボ
ウ
を
ま
き
、

七
月
に
ア
ズ
キ
を
ま
い
て
、
八
月
に
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
つ
る
を

一
本
三
銭
で
買

っ
て

植
え
、
こ
え
び
し

ゃ
く
を

一
円
五
〇
銭
で
買

っ
て
い
る
。
庶
民
生
活
は
、
食
糧
の
や

り
く
り
を
は
じ
あ
、
着
物
は
補
修
し
て
着
た
り
、
ま
す
ま
す
厳
し
く
な

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
炭
坑
労
働
者
に
は
特
配
が
あ

っ
て
、
八
月
五
日

「酒
、
サ
ト
i

一
人

二
付

一
七
匁
、
石
け
ん

一
人

二
付

一
ケ
」

の
記
事
や
七
月
末
に
は
戦
時
手
当
五

円
五
〇
銭
の
支
給
が
あ
り
、

一
般
家
庭
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
年

一
月
三

一
日
は
公
休
だ
が

「
訓
練
」

、
そ
の
脇
に
も

「本
月
よ
り
初
訓
練
」

と
あ
り
、
そ
の
実
態
は
軍
事
訓
練
で
あ
ろ
う
。

翌
二
〇
年
六
月

一
五
日
に
は

「
国
民

義
務
隊
結
団
式
」
と
な
り
、
政
府
や
軍
は
戦
況
不
利
の
中
で
本
土
決
戦
を
叫
ん
で
、

労
働
者
も
休
日
に
集
め
、
竹
槍
を
持
た
せ
て
訓
練
し
た
の
で
あ
る
。
知
人
の
出
征
も

相

つ
ぎ
、
餞
別

を
三
円
ず

つ
贈

っ
て
い
る
。
嘉
穂
高
女
在
学
中
の
三
女
は
、

一
九
年

一
〇
月
九
日

「
和
子
動
員
行
き
」
と
あ
り
、
同
学
年
全
員
勉
強
を
や
め
て
、
福
岡
の

軍
需
工
場
九
州
飛
行
機
会
社

で
、
労
働
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
高
等
女
学
校
の
授
業
料
五
か
月
分
を
二
五
円
三
〇
銭
支
出
し
て
お
り
、

一

か
月
五
円
余
の
負
担
は
大
き
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
嘉
穂
地
方

の

県
立
中
等
学
校
の
入
試
競
争
率
は
大
き
く
、
親
と
し
て
は
子
の
教
育
に
よ
っ
て
生
活

に
張
り
あ
い
が
あ

っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
年
、
市
郎
は
大
変
な
人
生

の
ざ
折
に
遭
遇
す
る
。
四
月

一
六
日

(日
)

「妻

ア
キ
ノ
死
、
午
後
十
時
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
な

の
に
、
そ
の
日
と

翌
日

「
サ
ト
イ
モ
ウ
エ
、
ゴ
ボ

(
ゴ
ボ
ウ
)

マ
キ
」
と
あ
る
。
四
月
初
に
は

「
カ
ボ

チ
ャ
タ
ネ

マ
キ
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
食
糧
難
が
ど
れ
だ
け
ひ
ど
い
も

の
で

あ

っ
た
か
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
明
治
鉱
に
働
い
て
い
た
次
女
美
子
は
、
三
月

一
二

日
に
入
院
し
て
傷
病
手
当
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
記
録
は

一
九
年
九
月
三
日
の

「
傷
病
手
当
金
支
給
決
定
通
知
書
」
六
円
七
二
銭
で
終
り
、

一
〇
月

一
七

日
に
死
去

し
た
。

『
日
誌
』
は
そ
の

一
〇
月
で
中
断
し
、
翌
二
〇
年
五
月
か
ら
始
ま
る
が
記
述

は
少
な
い
。
食
糧
難
と
重
労
働

の
中
に
、
市
郎
は
次
々
と
家
族
を
失

っ
た
失
意
と
、

残
さ
れ
た
家
族
を
養
う
た
め
に
、
自
ら
の
気
持
を
振
る
い
た
た
せ
て
生
活
と
闘

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

二
〇
年
の
記
事
は
、
五
月
に
追
分
の
寺

(頴
田
町
勢
田
)
に
二
円
あ
げ
、
酒
四
合

と
特
配
の
米
に
、
フ
ダ
ン
草
と
夏
ア
ズ
キ
の
種
ま
き
、
ナ
ス
と
キ

ュ
ー
リ
の
苗
植
え

を
し
た
。
六
月
は
知
人
か
ら
三
〇
円
を
借
金
し
た
こ
と
と
、
他
の
知
人
の
戦
死

の
内

報
が
入

っ
て
御
仏
前
に
二
円
を
供
え
た
こ
と
で
あ
る
。
七
月

一
四
日
、

「小
田
力
造

氏
出
征
一
三

日
夜
行
」
と
あ
り
、
そ
の

一
月
後
に
は
敗
戦
の
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
が
、
小
田
氏
は
無
事
帰
還
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

『
日
誌
』
は
、
八
月
六
日

(広

島
原
爆
投
下
の
日
)

「
甲
方
。
キ
ル
さ
ん

(実
妹
で
現
香
春
町
に
住
ん
で
い
た
)
来

る
」
で
終

っ
て
い
る
。

一73一


